
止
す
る
規
則

○
山
梨
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四

○
山
梨
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四

○
山
梨
県
教
育
事
務
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四

○
山
梨
県
教
育
庁
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四

○
教
育
長
の
職
務
代
理
者
に
関
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五

○
教
育
次
長
等
専
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五

人
事
委
員
会

○
山
梨
県
人
事
委
員
会
事
務
専
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六

○
平
成
二
十
六
年
改
正
職
員
給
与
条
例
附
則
第
五
条
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規
則
…
…
…
一
七

○
山
梨
県
職
員
の
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
に
お
け
る
号
給
の
調
整
に
関
す
る
規
則
…
…
…
…
…
二
〇

○
山
梨
県
学
校
職
員
の
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
に
お
け
る
号
給
の
調
整
に
関
す
る
規
則
…
…
…
…
二
三

○
山
梨
県
警
察
職
員
の
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
に
お
け
る
号
給
の
調
整
に
関
す
る
規
則
…
…
…
…
二
七

○
教
育
長
の
営
利
企
業
等
の
従
事
制
限
に
関
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
〇

○
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
一

○
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
六

○
寒
冷
地
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七

○
教
職
調
整
額
の
支
給
方
法
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
九

正
　
　
　
誤

○
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
付
号
外
第
二
十
二
号
中
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
〇

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
五
号

食
品
の
原
産
地
に
関
す
る
情
報
提
供
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

食
品
の
原
産
地
に
関
す
る
情
報
提
供
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

食
品
の
原
産
地
に
関
す
る
情
報
提
供
基
準
（
平
成
二
十
四
年
山
梨
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
生
鮮
食
品
品
質
表
示
基
準
（
平
成
十
二
年
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
十
四
号
）
第
二
条

の
」
を
「
食
品
表
示
基
準
（
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
令
第
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
」

に
、「
生
鮮
食
品
品
質
表
示
基
準
別
表
に
規
定
す
る
」
を
「
同
令
別
表
第
二
に
掲
げ
る
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
加
工
食
品
の
原
材
料
」
の
下
に
「（
食
品
表
示
基
準
に
お
い
て
原
産
地
を
表
示

目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
食
品
の
原
産
地
に
関
す
る
情
報
提
供
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

訓
　
　
　
令

○
山
梨
県
行
動
計
画
推
進
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

○
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

○
庁
内
統
計
調
査
事
務
調
整
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

○
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
山
梨
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
山
梨
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

○
山
梨
県
公
報
発
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

公
　
　
　
告

○
大
規
模
小
売
店
鋪
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

企
　
業
　
局

○
山
梨
県
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

○
山
梨
県
企
業
局
事
務
委
任
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

○
山
梨
県
営
電
気
事
業
に
附
帯
す
る
小
規
模
水
力
発
電
事
業
の
規
模
を
定
め
る
規
程
の
一
…
…
…
…
七

部
を
改
正
す
る
規
程

○
山
梨
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

○
山
梨
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

教
育
委
員
会

○
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
…
…
…
…
九

伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則

○
山
梨
県
教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
山
梨
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
教
育
機
関
の
職
…
…
…
一
一

員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
及
び
山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

○
山
梨
県
学
校
職
員
給
料
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三

○
山
梨
県
立
青
少
年
自
然
の
里
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
一
三

○
山
梨
県
立
本
栖
湖
青
少
年
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
を
廃
…
…
…
…
一
三

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
七
年

三
月
三
十
一
日

号
外
第
二
十
五
号

火　曜　日



す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
原
材
料
を
い
う
。）」
を
加
え
、
同
項
の
表
国
内
で
生
産
さ
れ
た
農
産
物
の

項
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ロ
　
食
品
表
示
基
準
別
表
第
十
五
の
２３
及
び
２４
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
市
町
村
名

第
三
条
第
一
項
の
表
国
内
で
生
産
さ
れ
た
水
産
物
の
項
ニ
中
「
水
揚
げ
し
た
」
を
「
食
品
表
示
基
準

別
表
第
十
五
の
２３
及
び
２５
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
水
揚
げ
し
た
」
に
改
め
、「（
加
工
食
品
品
質

表
示
基
準
に
お
い
て
原
産
地
を
表
示
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
原
材
料
を
除
く
。）」
を
削
り
、
同
条

第
二
項
を
削
る
。

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
生
鮮
食
品
品
質
表
示
基
準
又
は
加
工
食
品
品
質
表
示
基
準
等
」
を
「
食

品
表
示
基
準
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓
　
　
　
令

山
梨
県
訓
令
甲
第
三
号

本
　
　
　
　
　
　
　
　
庁
●

出
　
　
先
　
　
機
　
　
関
●

山
梨
県
行
動
計
画
推
進
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

山
梨
県
行
動
計
画
推
進
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
行
動
計
画
推
進
本
部
規
程
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
総
合
計
画
推
進
本
部
規
程

第
一
条
中
「
行
動
計
画
（
以
下
「
行
動
計
画
」」
を
「
計
画
（
以
下
「
総
合
計
画
」」
に
、「
山
梨
県

行
動
計
画
推
進
本
部
」
を
「
山
梨
県
総
合
計
画
推
進
本
部
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
行
動
計
画
」
を
「
総
合
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
と
き
は
」
の
下
に
「
、

あ
ら
か
じ
め
指
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
加
え
る
。

第
六
条
第
一
項
及
び
第
七
条
第
一
項
中
「
行
動
計
画
」
を
「
総
合
計
画
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
「
林
務
長
」
を
「
防
災
危
機
管
理
監
　
林
務
長
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
四
号

本
●
●
●
●
●
●
●
●
庁
●
●

出
●
●
先
●
●
機
●
●
関
●
●

職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
中
二
十
の
項
を
二
十
二
の
項
と
し
、
十
九
の
項
を
二
十
一
の
項
と
し
、
十
八
の
項
を
十
九
の
項

と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

二
十
　
峡
南
建
設
事
務
　
身
延
道
路
課
及
び
身
　
南
巨
摩
郡
身
延
町
梅
平

所
　
　
　
　
　
　
　
　
延
河
川
砂
防
管
理
課

管
内
の
公
共
測
量
並

び
に
土
木
工
事
に
関

す
る
用
地
の
取
得
、

登
記
及
び
補
償
に
関

す
る
業
務

別
表
中
十
七
の
項
を
十
八
の
項
と
し
、
十
三
の
項
か
ら
十
六
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
十

二
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

十
三
　
あ
け
ぼ
の
医
療
　
富
士
・
東
部
小
児
リ
　
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津

福
祉
セ
ン
タ
ー
　
　
　
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

診
療
所
に
お
け
る
業

務

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
五
号

本
　
　
　
　
　
　
　
　
庁
●
●

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

二



庁
内
統
計
調
査
事
務
調
整
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

庁
内
統
計
調
査
事
務
調
整
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

庁
内
統
計
調
査
事
務
調
整
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
室
長
」
の
下
に
「
、
同
規
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
室
長
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
六
号

本
●
●
●
●
●
●
●
●
庁
●
●

出
●
●
先
●
●
機
●
●
関
●
●

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
三
の
項
中
「
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
す
る
職
員
の
う
ち
庶
務
業
務
以
外
の
業
務
に

従
事
す
る
職
員
」
を
削
り
、
同
表
十
の
項
中
「
日
曜
日
及
び
課
長
が
」
及
び
「
ご
と
の
期
間
」
を
削
り
、

「
定
め
る
日
曜
日
以
外
の
四
の
日
」
を
「
八
日
と
し
、
課
長
が
定
め
る
。」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
七
号

本
●
●
●
●
●
●
●
●
庁
●
●

出
●
●
先
●
●
機
●
●
関
●
●

労
働
委
員
会
事
務
局
●
●

山
梨
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

山
梨
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
職
員
服
務
規
程（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
五
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
の
表
知
事
の
部
部
長
の
款
中
「
林
務
長
」
を
「
防
災
危
機
管
理
監
若
し
く
は
林
務
長
」

に
改
め
、「
次
長
」
の
下
に
「
、
総
括
技
術
審
査
監
、
防
災
対
策
専
門
監
、
観
光
推
進
監
」
を
加
え
、

同
部
理
事
（
部
に
配
置
さ
れ
た
理
事
を
除
く
。）
又
は
会
計
管
理
者
の
款
中
「
部
」
を
「
部
又
は
局
」

に
改
め
、
同
部
局
長
の
款
中
「
課
長
」
を
「
課
長
又
は
室
長
」
に
、「
課
に
」
を
「
課
又
は
室
に
」
に
、

「
次
長
」
を
「
理
事
、
次
長
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
八
号

本
●
●
●
●
●
●
●
●
庁
●
●

出
●
●
先
●
●
機
●
●
関
●
●

労
働
委
員
会
事
務
局
●
●

山
梨
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

山
梨
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
項
中
「
第
七
条
第
一
項
」
の
下
に
「
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
課
、
同
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
室
」
を
加
え
る
。

「
●
●
●
●
●
●
●
●

子
宮
●
●
●
●
●

別
記
様
式
中
「
尿
蛋
白
」
を
「
尿
蛋
白
」
に
、
「
喀
痰
」
を
「
喀
痰
」
に
、

集
検
●
精
検
●
●」

「

子
宮

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

頸
部
●
体
部

」

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

三

子
宮
●
●
●
●
●

「
尿
蛋
白
」
「
尿
蛋 た
ん白
」

「
喀
痰
」

「
喀
痰

　
か
く
た
ん
　」

集
検
●
精
検
●
●」

「
子
宮

頸 け
い部
●
体
部
」



山
梨
県
訓
令
甲
第
九
号

本
●
●
●
●
●
●
●
●
庁
●
●

出
●
●
先
●
●
機
●
●
関
●
●

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
八
号
中
「
又
は
室
若
し
く
は
」
を
「
若
し
く
は
室
又
は
」
に
、「
及
び
行
政
改
革

推
進
課
」
を
「
、
行
政
改
革
推
進
課
及
び
富
士
山
保
全
推
進
課
並
び
に
人
口
問
題
対
策
室
」
に
改
め
る
。

「
工
事
検
査
課
●
●
●
出
工

別
表
第
一
の
１
の
表
中
「
工
事
検
査
課
●
●
●
出
工
」
を

に
改
め
る
。

人
口
問
題
対
策
室
●
人
対
」

「
県
民
生
活
セ
ン
タ
ー
●
県
セ

別
表
第
一
の
２
の
表
中
「
県
民
生
活
セ
ン
タ
ー
●
県
セ
」
を
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
に
改

リ
ニ
ア
用
地
事
務
所
●
リ
用
」

め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
十
号

本
●
●
●
●
●
●
●
●
庁
●
●

出
●
●
先
●
●
機
●
●
関
●
●

山
梨
県
公
報
発
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

山
梨
県
公
報
発
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
公
報
発
行
規
程
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
中
「
同
規
則
第
十
四
条
第
七
項
」
を
「
同
条
第
七
項
」
に
改
め
、「
室
長
」
の
下
に
「
、
同

規
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
室
長
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
　
　
　
告

●

大
規
模
小
売
店
鋪
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
鋪
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十

七
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
　
届
出
者

１
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

富
士
観
光
開
発
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
志
村
和
也

２
　
住
所

山
梨
県
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
三
千
六
百
三
十
三
番
地
の
一

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
鋪
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
ア
ピ
タ
田
富
店

（二）

所
在
地
　
山
梨
県
中
央
市
山
之
神
千
三
百
八
十
三
番
地
一
外

２
　
変
更
し
た
事
項

変
更
事
項
　
　
　
　
　
　
　
変
更
後
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
　
変
更
後
の
住
所

人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

大
規
模
小
売
店
鋪
に
お
い

ユ
ニ
ー
株
式
会
社
●
●
●
●
●
●
●
愛
知
県
稲
沢
市
天
池
五
反

て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏

代
表
取
締
役
　
佐
古
則
男
　
　
　
　
田
町
一
番
地

名
又
は
名
称
及
び
住
所
並

び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

カ
ネ
ミ
食
品
株
式
会
社
　
　
　
　
　
愛
知
県
名
古
屋
市
天
白
区

表
者
の
氏
名
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役
　
三
輪
幸
太
郎
　
　
　
中
坪
町
九
十
番
地

株
式
会
社
ホ
ッ
ト
ラ
ン
ド
　

宮
城
県
石
巻
市
大
街
道
北

代
表
取
締
役
　
佐
瀬
守
男
　

一
丁
目
一
番
十
六
号

有
限
会
社
ピ
エ
ー
ル
リ
ビ
エ
ル
　

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
小

代
表
取
締
役
　
石
川
進
也
　

笠
原
三
百
八
番
地

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

四

「
工
事
検
査
課
●
●
●
出
工

「
工
事
検
査
課
●
●
●
出
工
」

人
口
問
題
対
策
室
●
人
対
」

「
県
民
生
活
セ
ン
タ
ー
●
県
セ

「
県
民
生
活
セ
ン
タ
ー
●
県
セ
」
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

リ
ニ
ア
用
地
事
務
所
●
リ
用
」



株
式
会
社
パ
レ
モ
　

愛
知
県
稲
沢
市
天
池
五
反

代
表
取
締
役
　
小
田
保
則
　

田
町
一
番
地

有
限
会
社
フ
ラ
ワ
ー
総
合
セ
ン
タ
　
山
梨
県
中
巨
摩
郡
昭
和
町

ー
マ
ツ
オ
　

西
条
千
百
七
十
三
番
地

代
表
取
締
役
　
松
尾
孔

株
式
会
社
キ
ン
グ
　

京
都
府
京
都
市
下
京
区
東

代
表
取
締
役
　
山
田
幸
雄
　

塩
小
路
高
倉
町
二
番
一
号

有
限
会
社
鈴
屋
　

山
梨
県
甲
府
市
城
東
四
丁

代
表
取
締
役
　
深
沢
貴
美
子
　

目
九
番
十
八
号

株
式
会
社
ザ
・
ク
ロ
ッ
ク
ハ
ウ
ス

東
京
都
中
央
区
京
橋
一
丁

代
表
取
締
役
　
大
野
禄
太
郎
　

目
十
一
番
二
号

株
式
会
社
さ
が
美
　

神
奈
川
県
横
浜
市
港
南
区

代
表
取
締
役
　
平
松
達
夫
　

下
永
谷
六
丁
目
二
番
十
一

号

株
式
会
社
タ
カ
キ
ュ
ー
　

東
京
都
板
橋
区
板
橋
三
丁

代
表
取
締
役
　
木
内
守
　

目
九
番
七
号
セ
ン
タ
ー
ビ

ル
内

株
式
会
社
サ
ン
リ
フ
ォ
ー
ム
　

愛
知
県
稲
沢
市
天
池
五
反

代
表
取
締
役
　
坂
野
達
哉
　

田
町
一
番
地

株
式
会
社
ス
タ
ン
プ
マ
ー
ト

山
梨
県
甲
府
市
大
里
町
四

代
表
取
締
役
　
小
林
彰
男
　

千
二
百
二
十
七
番
地

株
式
会
社
オ
ン
ワ
ー
ド
樫
山
　

東
京
都
中
央
区
高
橋
一
丁

代
表
取
締
役
　
馬
場
昭
典
　

目
七
番
一
号

土
屋
春
樹
　

山
梨
県
甲
府
市
湯
村
二
丁

目
四
番
二
十
五
号

株
式
会
社
ワ
ー
ル
ド
　

兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
港

代
表
取
締
役
　
寺
井
秀
蔵
　

島
中
町
六
丁
目
八
番
一
号

株
式
会
社
大
創
産
業
　

広
島
県
東
広
島
市
西
条
吉

代
表
取
締
役
　
矢
野
博
丈
　

行
東
一
丁
目
四
番
十
四
号

高
尾
保
美
　

山
梨
県
西
八
代
郡
市
川
三

郷
町
市
川
大
門
九
百
二
十

九
番
地

カ
ン
ダ
キ
ラ
ッ
ト
株
式
会
社
　

岡
山
県
津
山
市
川
崎
千
九

代
表
取
締
役
　
菅
田
拓
平
　

百
二
番
地
の
三

株
式
会
社
Ｒ
Ｈ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ

東
京
都
大
田
区
東
矢
口
一

ン
　

丁
目
十
七
番
十
二
号

代
表
取
締
役
　
花
光
雅
丸

３
　
変
更
の
年
月
日

平
成
十
八
年
五
月
一
日
ほ
か

三
　
届
出
年
月
日

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
六
日

四
　
縦
覧
場
所

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

◎

大
規
模
小
売
店
鋪
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
鋪
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十

七
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
　
届
出
者

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

五



１
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

ユ
ニ
ー
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
佐
古
則
男

２
　
住
所

愛
知
県
稲
沢
市
天
池
五
反
田
町
一
番
地

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
鋪
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
ア
ピ
タ
石
和
店

（二）

所
在
地
　
山
梨
県
笛
吹
市
石
和
町
窪
中
島
字
新
開
町
百
五
十
四
番
地
外

２
　
変
更
し
た
事
項

変
更
事
項
　

変
更
後
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
　
変
更
後
の
住
所

人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

大
規
模
小
売
店
鋪
に
お
い
　
ユ
ニ
ー
株
式
会
社
　

愛
知
県
稲
沢
市
天
池
五
反

て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
　
代
表
取
締
役
　
佐
古
則
男
　

田
町
一
番
地

名
又
は
名
称
及
び
住
所
並

び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
　
有
限
会
社
ホ
ッ
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
　
群
馬
県
桐
生
市
広
沢
町
五

表
者
の
氏
名
　

代
表
取
締
役
　
稲
木
義
明
　

丁
目
千
九
百
五
十
五
番
地

株
式
会
社
ワ
ー
ル
ド
　

兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
港
　

代
表
取
締
役
　
寺
井
秀
蔵
　

島
中
町
六
丁
目
八
番
一
号

株
式
会
社
フ
ァ
イ
ブ
フ
ォ
ッ
ク
ス

東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷

代
表
取
締
役
　
上
田
稔
夫
　

三
丁
目
六
十
番
七
号

株
式
会
社
ラ
イ
ト
オ
ン
　

茨
城
県
つ
く
ば
市
東
新
井

代
表
取
締
役
　
横
内
達
治
　

三
十
七
番
地

株
式
会
社
ひ
ら
お
か
　

静
岡
県
静
岡
市
葵
区
春
日

代
表
取
締
役
　
平
岡
正
也
　

二
丁
目
十
一
番
十
号

有
限
会
社
焼
津
谷
島
屋
　

静
岡
県
焼
津
市
栄
町
四
丁

代
表
取
締
役
　
中
野
弘
道
　

目
二
番
四
号

株
式
会
社
東
京
デ
リ
カ
　

東
京
都
葛
飾
区
新
小
岩
一

代
表
取
締
役
　
木
山
剛
史
　

丁
目
四
十
八
番
一
号

株
式
会
社
パ
レ
モ
　

愛
知
県
稲
沢
市
天
池
五
反

代
表
取
締
役
　
小
田
保
則
　

田
町
一
番
地

株
式
会
社
ア
カ
シ
ヤ
　

山
梨
県
甲
府
市
中
央
四
丁

代
表
取
締
役
　
河
野
茂
樹
　

目
四
番
二
十
六
号

株
式
会
社
大
創
産
業
　

広
島
県
東
広
島
市
西
条
吉

代
表
取
締
役
　
矢
野
博
丈
　

行
東
一
丁
目
四
番
十
四
号

有
限
会
社
鈴
屋
　

山
梨
県
甲
府
市
城
東
四
丁

代
表
取
締
役
　
深
沢
貴
美
子
　

目
九
番
十
八
号

株
式
会
社
ゴ
ー
ル
ド
ハ
ウ
ス
ジ
ャ
　
山
梨
県
南
都
留
郡
富
士
河

パ
ン
　

口
湖
町
船
津
千
四
百
五
十

代
表
取
締
役
　
新
井
大
志
　

七
番
一
号

株
式
会
社
キ
ン
グ
　

京
都
府
京
都
市
下
京
区
東

代
表
取
締
役
　
山
田
幸
雄
　

塩
小
路
高
倉
町
二
番
一
号

株
式
会
社
コ
コ
カ
ラ
フ
ァ
イ
ン
ヘ

神
奈
川
県
横
浜
市
港
北
区

ル
ス
ケ
ア
　

新
横
浜
三
丁
目
十
七
番
六

代
表
取
締
役
　
橋
爪
薫
　

号

３
　
変
更
の
年
月
日

平
成
二
十
年
五
月
二
十
日
ほ
か

三
　
届
出
年
月
日

平
成
二
十
七
年
一
月
九
日

四
　
縦
覧
場
所

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
　

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

六



企
　
業
　
局

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号

山
梨
県
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者
　
　
岩
　
　
波
　
　
輝
　
　
明

山
梨
県
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
企
業
局
公
印
規
程
（
昭
和
四
十
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

「
総
務
課

別
表
山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者
印
の
項
中
「
総
務
課
」
を

に
、
同
表
山
梨
県
企
業
局
長

事
業
所
」

印
の
項
保
管
課
名
の
欄
中
「
同
」
を
「
総
務
課
」
に
改
め
る
。

附
　
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号

山
梨
県
企
業
局
事
務
委
任
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者
　
　
岩
　
　
波
　
　
輝
　
　
明

山
梨
県
企
業
局
事
務
委
任
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
企
業
局
事
務
委
任
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
十
二
号
中
「
百
万
円
」
を
「
二
百
万
円
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
　
滅
菌
剤
の
購
入
に
伴
う
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

石
和
温
泉
給
湯
受
給
権
の
譲
渡
等
の
承
認
（
条
件
変
更
を
伴
わ
な
い
相
続
等
の
承
認
に
限
る
。）

に
関
す
る
こ
と
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号

山
梨
県
営
電
気
事
業
に
附
帯
す
る
小
規
模
水
力
発
電
事
業
の
規
模
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者
　
　
岩
　
　
波
　
　
輝
　
　
明

山
梨
県
営
電
気
事
業
に
附
帯
す
る
小
規
模
水
力
発
電
事
業
の
規
模
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

山
梨
県
営
電
気
事
業
に
附
帯
す
る
小
規
模
水
力
発
電
事
業
の
規
模
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
十
六
年

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

●
朝
穂
堰
浅
尾
発
電
所
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
一
二

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号

山
梨
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者
　
　
岩
　
　
波
　
　
輝
　
　
明

山
梨
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
上
げ
、
同
表
第
九
号
中
「
令
達
」
を
「
予
算
の
配
当
（
流
用
に
係
る
配
当
を
除
く
。）」
に
改
め
、
同

号
を
同
表
第
八
号
と
し
、
同
表
第
十
号
を
同
表
第
九
号
と
し
、
同
表
第
十
一
号
中
「
五
百
万
円
」
を

「
一
千
万
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
十
号
と
し
、
同
表
第
十
二
号
を
同
表
第
十
一
号
と
し
、
同
表

第
十
三
号
中
「
五
百
万
円
」
を
「
一
千
万
円
」
に
、「
五
千
万
円
」
を
「
一
億
円
」
に
、「
一
億
円
」
を

「
三
億
円
」
に
、「
二
千
万
円
」
を
「
四
千
万
円
」
に
、「
四
千
万
円
」
を
「
六
千
万
円
」
に
改
め
、
同

号
を
同
表
第
十
二
号
と
し
、
同
表
第
十
四
号
中
「
三
百
万
円
」
を
「
五
百
万
円
」
に
、「
五
百
万
円
」

を
「
三
千
万
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
十
三
号
と
し
、
同
表
第
十
五
号
中
「
三
百
万
円
」
を
「
一

千
万
円
」
に
、「
五
百
万
円
」
を
「
二
千
万
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
十
四
号
と
し
、
同
表
中
第

十
六
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
七
号
を
削
り
、
同
表
第
十
八
号
中
「
承
認
」
の
下
に
「（
条
件
変
更

を
伴
わ
な
い
相
続
等
の
承
認
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
号
を
同
表
第
十
六
号
と
し
、
同
表
第
十
九
号
を

同
表
第
十
七
号
と
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

七



別
表
第
三
第
七
号
中
「
継
続
使
用
許
可
」
を
「
使
用
許
可
」
に
、「
継
続
借
受
け
」
を
「
借
受
け
」

に
、「
使
用
許
可
及
び
借
受
け
」
を
「
も
の
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
三
第
一
号
中
「
継
続
使
用
許
可
」
を
「
使
用
許
可
」
に
、「
継
続
借
受
け
」
を
「
借
受

け
」
に
、「
事
業
所
に
お
け
る
条
件
変
更
を
伴
わ
な
い
使
用
許
可
及
び
借
受
け
」
を
「
電
柱
、
ガ
ス
管
、

水
道
管
、
自
動
販
売
機
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
の
設
置
及
び
継
続
使
用
に
係
る
も
の
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
総
務
課
長
の
個
別
的
専
決
事
項
の
項
第
三
号
の
三
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
の
四
　
職
員
の
営
利
企
業
等
の
従
事
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
四
総
務
課
長
の
個
別
的
専
決
事
項
の
項
第
四
号
中
「
目
節
の
流
用
」
を
「
予
算
の
令
達
、
目

節
の
流
用
及
び
流
用
に
係
る
配
当
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
五
百
万
円
」
を
「
一
千
万
円
」
に
改

め
、
同
項
第
六
号
中
「
五
百
万
円
」
を
「
一
千
万
円
」
に
、「
五
千
万
円
」
を
「
一
億
円
」
に
、「
二
千

万
円
」
を
「
四
千
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
三
百
万
円
」
を
「
五
百
万
円
」
に
改
め
、
同
項

第
九
号
中
「
三
百
万
円
」
を
「
一
千
万
円
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
五
号

山
梨
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者
　
　
岩
　
　
波
　
　
輝
　
　
明

山
梨
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
企
業
局
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
七
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
　
委
託
料

第
四
十
九
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
　
養
成
費
（
研
修
等
の
受
講
料
に
限
る
。）

別
表
「
電
気
事
業
会
計
勘
定
科
目
表
」
の
「
資
産
」
の
「
１
　
固
定
資
産
」
の
表
中
「

長
期
前
払

費
用
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
」
を

「

長
期
前
払
費
用

破
産
更
生
債
権
等
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
破
産
債
権
、
再
生
債
権
、
更
生

債

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
債
権
で

年
以
内
に
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が

い
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
。

権
そ
の

て
、
１
　
　
に
改
め
、
別
表
「
電
気
事
業
会
計
勘
定
科
目
表
」
の
「
資
産
」
の
「
２
　
流
動
資
産
」
の

で
き
な

」

「

（
何
）

「

（
何
）

立
替
金

特
定
収
入
仮
払
消

表
中

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
特
定
収
入
仮
払
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
費
税
及
び
地

方
消
　
　

費
税
及
び
地

方
消

費
税
　
　
　
　
　
　
」

費
税

に
改
め
、
別
表
「
電
気
事
業
会
計
勘
定
科
目
表
」
の
「
負
債
」
の
「
２
　
流
動
負
債
」
の
表
中
「

」

「

未
払
利
息
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

預
未
払
利
息
　
　
　
　
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、「

預
り
税
金
　
　
　
　
」
を

未

払

保

険

料

　

　

　

」

預り
税
金

に
改
め
る
。

り
雇
用
保
険
料
　
」

別
表
「
温
泉
事
業
会
計
勘
定
科
目
表
」
の
「
資
産
」
の
「
１
　
固
定
資
産
」
の
表
中
「

長
期
前
払

費

用

」
を

「

長
期
前
払
費
用

破
産
更
生
債
権
等
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
破
産
債
権
、
再
生
債
権
、
更
生

債

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
債
権
で

あ
っ

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

八

費
用
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

「
長
期
前
払
費
用

●
●
破
産
更
生
債
権
等
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
破
産
債
権
、
再
生
債
権
、
更
生
債

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
債
権
で
あ
っ

年
以
内
に
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が

い
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
。

権
そ
の

て
、
１
　
　
　
　
　
　
　
　
「
電
気
事
業
会
計
勘
定
科
目
表
」
「
資
産
」
「
２
　
流
動
資
産
」

で
き
な
」

「
（
何
）

「
（
何
）

立
替
金

特
定
収
入
仮
払
消

表
中
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
特
定
収
入
仮
払
消

費
税
及
び
地
方
消
　
　

費
税
及
び
地
方
消

費
税
　
　
　
　
　
　
」

費
税

に
改
め
、
別
表
「
電
気
事
業
会
計
勘
定
科
目
表
」
の
「
負
債
」
の
「
２
　
流
動
負
債
」
の
表
中
「

」
「
未
払
利
息
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
預

未
払
利
息
　
　
　
　
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、「

預
り
税
金
　
　
　
　
」
を

未
払
保
険
料
　
　
　
」

預
り
税
金

に
改
め
る
。

り
雇
用
保
険
料
　
」

別
表
「
温
泉
事
業
会
計
勘
定
科
目
表
」
の
「
資
産
」
の
「
１
　
固
定
資
産
」
の
表
中
「
長
期
前
払

費
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
を

「
長
期
前
払
費
用

破
産
更
生
債
権
等
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
破
産
債
権
、
再
生
債
権
、
更
生
債

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
債
権
で
あ
っ

年
以
内
に
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が

い
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
。

●権
そ
の

て
、
１
　
　
に
改
め
、
別
表
「
温
泉
事
業
会
計
勘
定
科
目
表
」
の
「
資
産
」
の
「
２
　
流
動
資
産
」
の

で
き
な
」

「
（
何
）

「
（
何
）

立
替
金

特
定
収
入
仮
払
消

表
中
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
特
定
収
入
仮
払
消

費
税
及
び
地
方
消
　
　

費
税
及
び
地
方
消

に
改
め
、
別
表

に
改
め
る
。

に
改
め
、
別
表

表
中

表
中

を

を

を

に
、

を

の

の

の

の

のの

別
表

の

の

の
表
中

の
表
中

に
改
め
、
別
表

の

の

「
電
気
事
業
会
計
勘
定
科
目
表
」
「
資
産
」
「
１
　
固
定
資
産
」

「
長
期
前
払



年
以
内
に
弁
済
を
受
け
る
こ

と
が

い
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
。

権
そ
の

て
、
１
　
　
に
改
め
、
別
表
「
温
泉
事
業
会
計
勘
定
科
目
表
」
の
「
資
産
」
の
「
２
　
流
動
資
産
」

ので
き
な

」

「

（
何
）

「

（
何
）

立
替
金

特
定
収
入
仮
払
消

表
中

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
特
定
収
入
仮
払

消

費
税
及
び
地
方
消
　
　

費
税
及
び
地

方
消

費
税
　
　
　
　
　
　
」

費
税

に
改
め
、
別
表
「
温
泉
事
業
会
計
勘
定
科
目
表
」
の
「
負
債
」
の
「
２
　
流
動
負
債
」
の
表
中
「

」

「

未
払
利
息
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

預
未
払
利
息
　
　
　
　
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、「

預
り
税
金
　
　
　
　
」
を

未

払

保

険

料

　

　

　

」

預り
税
金

に
改
め
る
。

り
雇
用
保
険
料
　
」

」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

預
り
雇
用
保
険
料
　
」

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
の
改
正
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規

則
の
整
理
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
　
石
　
　
川
　
　
洋
　
　
司

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則

（
山
梨
県
教
育
委
員
会
公
告
式
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
教
育
委
員
会
公
告
式
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
委
員
長
」
を
「
教
育
長
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
を
削
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
委
員
長
」
を
「
教
育
長
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
委
員
長
」
を
「
教
育

長
」
に
、「
二
人
以
上
の
者
」
を
「
委
員
の
定
数
の
三
分
の
一
以
上
の
委
員
」
に
改
め
、
同
条
を
第

二
条
と
し
、
第
五
条
を
第
三
条
と
す
る
。

第
六
条
第
二
項
、
第
七
条
、
第
八
条
第
二
項
、
第
九
条
及
び
第
十
一
条
中
「
委
員
長
」
を
「
教
育

長
」
に
改
め
、
第
六
条
を
第
四
条
と
し
、
第
七
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
を
二
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
二
条
中
「
委
員
会
」
を
「
教
育
長
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
十
三
条
中
「
委
員
長
」
を
「
教
育
長
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
十
四
条
第
三
項
中
「
杏
決
」
を
「
否
決
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
十
五
条
を
第

十
三
条
と
す
る
。

「
第
三
章
　
会
議
録
」
を
「
第
三
章
　
議
事
録
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

九

費
税
　
　
　
　
　
　
」

費
税

に
改
め
、
別
表
「
温
泉
事
業
会
計
勘
定
科
目
表
」
の
「
負
債
」
の
「
２
　
流
動
負
債
」
の
表
中
「

」
「
未
払
利
息
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
預

未
払
利
息
　
　
　
　
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、「

預
り
税
金
　
　
　
　
」
を

未
払
保
険
料
　
　
　
」

預
り
税
金

り
雇
用
保
険
料
　
」

別
表
「
地
域
振
興
事
業
会
計
勘
定
科
目
表
」
の
「
資
産
」
の
「
１
　
固
定
資
産
」
の
表
中
「
長
期

前
払
費
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
長
期
前
払
費
用

破
産
更
生
債
権
等
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
破
産
債
権
、
再
生
債
権
、
更

」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
債
権
で

年
以
内
に
弁
済
を
受
け
る
こ

い
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
。

生
債
権
そ
の

あ
っ
て
、
１
　
　
に
改
め
、
別
表
「
地
域
振
興
事
業
会
計
勘
定
科
目
表
」
の
「
資
産
」
の
「
２
　
流
動

と
が
で
き
な
」

「
（
何
）

「
（
何
）

立
替
金

特
定
収
入
仮
払
消

資
産
」
の
表
中
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
を
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
特
定
収

費
税
及
び
地
方
消
　
　

費
税
及

費
税
　
　
　
　
　
　
」

費
税

入
仮
払
消
　
　
　
　
　
　
　
「
地
域
振
興
事
業
会
計
勘
定
科
目
表
」
の
「
負
債
」
の
「
２
　
流
動
負

び
地
方
消
」

「
未
払
利
息
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

債
」
の
表
中
「
未
払
利
息
　
　
　
　
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、「

預
り
税
金
　
　
　

未
払
保
険
料
　
　
　
」

「
預
り
税
金

」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

預
り
雇
用
保
険
料
　
」

に
改
め
、
別
表

の

の

に
改
め
、
別
表

の

の

に
改
め
、
別
表

の

の

の
表
中

の
表
中

の
表
中

を

を

に
改
め
る
。

を

を

の
表
中

を

に
、

に
、

の

の

を

に
改
め
る
。

別
表



第
十
六
条
中
「
会
議
録
」
を
「
議
事
録
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

教
育
長
は
、
議
事
録
を
教
育
委
員
会
の
事
務
局
の
職
員
に
作
成
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
第
二
項
中
「
会
議
録
」
を
「
議
事
録
」
に
、「
委
員
長
及
び
教
育
長
」
を
「
教
育
長
及

び
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十

三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
委
員
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

３

議
事
録
は
、
公
表
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
秘
密
会
と
し

た
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
八
条
中
「
会
議
録
」
を
「
議
事
録
」
に
、
同
条
第
八
号
中
「
委
員
長
」
を
「
教
育
長
」
に
改

め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
十
九
条
中
「
委
員
長
」
を
「
教
育
長
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

（
山
梨
県
教
育
委
員
会
傍
聴
人
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
山
梨
県
教
育
委
員
会
傍
聴
人
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
号
及
び
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
中
「
委
員
長
」
を
「
教
育
長
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
教
育
委
員
会
委
任
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
山
梨
県
教
育
委
員
会
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
に
、「
基
い
て
教
育
委
員
会
」

を
「
基
づ
き
、
教
育
委
員
会
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
五
号
中
「
教
育
長
及
び
教
育
庁
並
び
に
」
を
「
教
育
庁
及
び
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号

及
び
第
十
号
中
「
基
く
」
を
「
基
づ
く
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
委
任
事
務
の
報
告
）

第
三
条
　
教
育
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の
状
況
の
う
ち
必

要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
及
び
教
育
委
員
会
か
ら
報
告
を
求
め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

教
育
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
を
削
る
。

（
山
梨
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条
　
山
梨
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
号
中
「
山
梨
県
立
図
書
館
設
置
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
山
梨
県
条
例
第
五
十
七
号
）」

を
「
山
梨
県
立
図
書
館
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
二
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
九
号
）
に
、
同

条
第
九
号
中
「
山
梨
県
立
図
書
館
設
置
条
例
」
を
「
山
梨
県
立
図
書
館
設
置
及
び
管
理
条
例
」
に
改

め
る
。

第
三
条
第
六
号
中
「
規
定
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
（
重
要

な
も
の
に
限
る
。）」
を
「
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
事
務
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
表
の
第
三
項
中
「
補
助
教
員
」
を
「
補
助
教
職
員
」
に
改
め
、「
と
い
う
。」
を
削
り
、

同
表
第
五
項
中
「
補
助
教
員
」
を
「
補
助
教
職
員
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
認
め
ら
れ
る
も
の
」
の
下
に
「
及
び
教
育
委
員
会
か
ら
報
告
を
求
め
ら
れ
た
も
の
」

を
加
え
る
。

（
山
梨
県
へ
き
地
学
校
等
及
び
特
別
の
地
域
に
所
在
す
る
学
校
の
指
定
の
基
準
を
定
め
る
規
則
の
一
部

改
正
）

第
七
条
　
山
梨
県
へ
き
地
学
校
等
及
び
特
別
の
地
域
に
所
在
す
る
学
校
の
指
定
の
基
準
を
定
め
る
規
則

（
平
成
二
十
四
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
九
号
中
「
郵
便
窓
口
業
務
の
委
託
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
簡
易
郵
便
局
法
」
に
、

「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
」
に
改
め
、「
又
は
同
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
再
委
託
」
を
削
り
、

同
条
第
十
号
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
一
条
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
旧
教
育
長
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法

律
第
七
十
六
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
教
育
委
員
会
公
告
式
規
則
第
二
条
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
教
育
委
員
会
公
告
式
規
則
第
二
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
。

３

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
教

育
委
員
会
会
議
規
則
第
二
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
山
梨
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
第
二
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
。

４

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
教

育
委
員
会
傍
聴
人
規
則
第
四
条
第
三
号
及
び
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
第
三

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
教
育
委
員
会
傍
聴
人
規
則
第
四
条
第
三
号
及
び
第
六
条
か
ら
第

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
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八
条
ま
で
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

５

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
教

育
委
員
会
委
任
規
則
第
二
条
第
五
号
及
び
第
三
条
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
山
梨
県
教
育
委
員
会
委
任
規
則
第
二
条
第
五
号
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

６

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
教

育
委
員
会
組
織
規
則
第
二
十
八
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

７

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
教

育
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
第
三
条
第
六
号
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

山
梨
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
第
三
条
第
六
号
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

山
梨
県
教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
山
梨
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
教
育
機
関
の
職
員
の
職
の

設
置
に
関
す
る
規
則
及
び
山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
　
石
　
　
川
　
　
洋
　
　
司

山
梨
県
教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
山
梨
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
教
育
機
関
の
職
員
の

職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
及
び
山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
山
梨
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
教
育
機
関
の
職
員
の
職
の

設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
山
梨
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
教
育
機
関
の
職
員

の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
中
「
又
は
参
事
」
を
「
、
参
事
又
は
学
力
向
上
対
策
監
」
に
改
め
、「
、
技
術
指

導
監
」
を
削
り
、「
文
化
財
指
導
監
」
の
下
に
「
、
地
域
学
力
向
上
推
進
幹
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

各
機
関

職
員

職

県
教
育
委
員
会
事
務
　
県
教
育
委
員
会
事
務
局
事
務
　
教
育
次
長
、
次
長
、
課
長
、
室
長
、
所
　
　

局
　
　
　
　
　
　
　
　
職
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
、
副
所
長
、
総
括
課
長
補
佐
、
課
長

補
佐
、
室
長
補
佐
、
理
事
、
文
化
振
興

監
、
参
事
、
学
力
向
上
対
策
監
、
人
事

管
理
監
、
義
務
教
育
指
導
監
、
高
校
教

育
指
導
監
、
文
化
財
指
導
監
、
地
域
学

力
向
上
推
進
幹
、
企
画
調
整
主
幹
、
主

幹
、
副
主
幹
、
主
査
、
副
主
査

管
理
主
事

社
会
教
育
主
事

体
育
主
事

学
芸
員

主
任

主
事

司
書

文
化
財
主
事

専
門
員

県
教
育
委
員
会
事
務
局
技
術
　
課
長
、
所
長
、
課
長
補
佐
、
室
長
補
佐

職
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
参
事
、
施
設
管
理
監
、
主
幹
、
副
主

幹
、
主
査
、
副
主
査

主
任

技
師

専
門
員

県
教
育
委
員
会
事
務
局
指
導
　
指
導
主
事

主
事

県
立
図
書
館

県
立
図
書
館
事
務
職
員

館
長
、
副
館
長
、
次
長
、
課
長

参
事
、
司
書
幹
、
主
幹
、
副
主
幹
、
主

査
、
副
主
査

主
任

主
事

司
書

専
門
員

県
立
図
書
館
技
術
職
員

技
師

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
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専
門
員

県
立
美
術
館

県
立
美
術
館
事
務
職
員

館
長
、
副
館
長
、
学
芸
幹
、
課
長

参
事
、
主
幹
、
副
主
幹
、
主
査
、
副
主

査主
任

学
芸
員

教
育
主
事

主
事

専
門
員

県
立
博
物
館

県
立
博
物
館
事
務
職
員

館
長
、
副
館
長
、
学
芸
幹
、
課
長
、
参

事
、
主
幹
、
副
主
幹
、
主
査
、
副
主
査

主
任

学
芸
員

教
育
主
事

主
事

司
書

専
門
員

県
立
考
古
博
物
館

県
立
考
古
博
物
館
事
務
職
員

館
長
、
副
館
長
、
次
長
、
課
長

参
事
、
主
幹
、
副
主
幹
、
主
査
、
副
主

査主
任

学
芸
員

教
育
主
事

主
事

専
門
員

県
立
文
学
館

県
立
文
学
館
事
務
職
員

館
長
、
副
館
長
、
学
芸
幹
、
課
長

参
事
、
主
幹
、
副
主
幹
、
主
査
、
副
主

査学
芸
員

教
育
主
事

主
任

主
事

司
書

専
門
員

県
立
文
学
館
技
術
職
員

技
師

専
門
員

県
総
合
教
育
セ
ン
タ

県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
事
務

所
長
、
副
所
長
、
部
長

ー
　
　
　
　
　
　
　

職
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　

主
幹
、
副
主
幹
、
主
査
、
副
主
査

研
修
主
事

主
任

主
事

司
書

研
修
助
手

専
門
員

県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
技
術
　
技
師

職
員

専
門
員

県
立
学
校

県
立
学
校
事
務
職
員

事
務
長
、
事
務
次
長

副
主
幹

主
査

副
主
査

主
任

主
事

司
書

専
門
員

県
立
学
校
技
術
職
員

主
任
栄
養
士
、
栄
養
士
、
専
門
員

（
山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

一
二



第
四
条
の
二
の
表
中
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
の
項
を
削
る
。

第
十
一
条
第
十
四
号
中
「
、
山
梨
県
立
本
栖
湖
青
少
年
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
」
を
削
り
、
同
条
第

十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六
　
国
民
体
育
大
会
冬
季
大
会
及
び
全
国
高
等
学
校
総
合
体
育
大
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
二
条
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九
　
山
梨
近
代
人
物
館
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
二
を
削
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
参
事
」
の
下
に
「
、
学
力
向
上
対
策
監
」
を
加
え
、「
、
主
幹
又
は
副

主
幹
を
置
く
。」
を
「
又
は
主
幹
を
置
く
。」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
、
技
術
指
導
監
」
を
削
る
。

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
副
所
長
」
の
下
に
「
及
び
地
域
学
力
向
上
推
進
幹
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

山
梨
県
学
校
職
員
給
料
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
　
石
　
　
川
　
　
洋
　
　
司

山
梨
県
学
校
職
員
給
料
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
学
校
職
員
給
料
支
給
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「（
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
山
梨
県
条
例
第
四
十
号
。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。）
第

二
条
の
規
定
に
よ
る
」
を
「（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
号
。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。）

第
二
条
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
月
の
第
三
土
曜
日
」
及
び
「
月
の
第
二
土
曜
日
若
し
く
は
第
三
土
曜
日
」
を
「
土
曜
日
」

に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
の
承
認
を
受
け
」
を
「
を
始
め
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
の
規
定

に
よ
り
育
児
休
業
の
承
認
（
以
下
「
育
児
休
業
の
承
認
」
と
い
う
。）
を
受
け
、
又
は
育
児
休
業
期
間
」

を
「
に
規
定
す
る
育
児
休
業
（
以
下
「
育
児
休
業
」
と
い
う
。）
を
始
め
、
又
は
育
児
休
業
」
に
改
め
、

同
項
第
六
号
中
「
大
学
院
修
学
休
業
（
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
二
十

六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
学
院
修
学
休
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
「
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
学
院
修
学
休
業
（
以
下
「
大
学
院
修

学
休
業
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七

地
方
公
務
員
法
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業
（
以
下
「
自
己
啓
発

等
休
業
」
と
い
う
。）
を
始
め
、
又
は
自
己
啓
発
等
休
業
の
終
了
に
よ
り
職
務
に
復
帰
し
た
場
合

第
四
条
第
一
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

地
方
公
務
員
法
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
同
行
休
業
（
以
下
「
配
偶
者
同

行
休
業
」
と
い
う
。）
を
始
め
、
又
は
配
偶
者
同
行
休
業
の
終
了
に
よ
り
職
務
に
復
帰
し
た
場
合

第
四
条
第
二
項
中
「
の
承
認
を
受
け
」
を
「
を
取
得
し
、
育
児
休
業
を
し
」
に
改
め
、「
、
育
児
休

業
の
承
認
を
受
け
」
を
削
り
、「
の
承
認
を
受
け
、
又
は
」
を
「
を
し
、
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
、
又

は
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
の
承
認
を
受
け
、
育
児
休
業
の
承
認
を
受
け
」
を
「
を
取
得
し
、
育
児
休
業
を
し
」
に
、

「
の
承
認
を
受
け
、
停
職
」
を
「
を
し
、
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
、
停
職
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

山
梨
県
立
青
少
年
自
然
の
里
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
　
石
　
　
川
　
　
洋
　
　
司

山
梨
県
立
青
少
年
自
然
の
里
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
青
少
年
自
然
の
里
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
山
梨
県
教
育
委
員
会

規
則
第
八
号
）
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
山
梨
県
立
な
か
と
み
青
少
年
自
然
の
里
又
は
」
を
削
る
。

「

な
か
と
み
　

別
記
様
式
中

山
梨
県
立
●
　
　
　
　
青
少
年
自
然
の
里

を
「
山
梨
県
立
ゆ
ず
り
は
ら
青
少
年
自

ゆ
ず
り
は
ら
　
　
　
　
　
　
　
」

然
の
里
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

山
梨
県
立
本
栖
湖
青
少
年
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

一
三

「
な
か
と
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
立

青
少
年
自
然
の
里
　

「
山
梨
県
立
ゆ
ず
り
は
ら
青
少
年
自

ゆ
ず
り
は
ら
　
　
　
　
　
　
　
」

然
の
里
」



委
　
員
　
長
　
　
　
石
　
　
川
　
　
洋
　
　
司

山
梨
県
立
本
栖
湖
青
少
年
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規

則

山
梨
県
立
本
栖
湖
青
少
年
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
山
梨
県

教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

山
梨
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
　
石
　
　
川
　
　
洋
　
　
司

山
梨
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

「

「

山
梨
県
都
留
市
四
日
市
場
九

山
梨
県
都
留
市

別
表
山
梨
県
立
桂
高
等
学
校
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

〇
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
番
一
号
●●

」
●
●
●
●
●
●
●
●
●

上
谷
五
丁
目

に
改
め
る
。

」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号

山
梨
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
　
石
　
　
川
　
　
洋
　
　
司

山
梨
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

山
梨
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
告
示
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
、
教
育
委
員
長
印
、
教
育
委
員
長
職
務
代
理
者
印
」
を
削
る
。

別
表
中
教
育
委
員
長
印
及
び
教
育
委
員
長
職
務
代
理
者
印
の
項
を
削
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
旧
教
育
長
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法

律
第
七
十
六
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
本
告
示
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山

梨
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
第
六
条
及
び
別
表
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
本
告
示
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
山
梨
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
第
六
条
及
び
別
表
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号

庁
　
中
　
一
　
般

教

育

事

務

所

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

県

立

図

書

館

県

立

美

術

館

県

立

博

物

館

県
立
考
古
博
物
館

県

立

文

学

館

県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

山
梨
県
教
育
事
務
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
　
石
　
　
川
　
　
　
洋
　
　
司

山
梨
県
教
育
事
務
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
教
育
事
務
所
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
副
所
長
」
の
下
に
「
、
地
域
学
力
向
上
推
進
幹
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

一
四



庁

中

一

般

教

育

事

務

所

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

県

立

図

書

館

県

立

美

術

館

県

立

博

物

館

県
立
考
古
博
物
館

県

立

文

学

館

県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

県
　
立
　
学
　
校

山
梨
県
教
育
庁
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
　
石
　
　
川
　
　
洋
　
　
司

山
梨
県
教
育
庁
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
教
育
庁
行
政
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
四
項
第
二
号
及
び
第
三
十
条
第
二
号
中
「
企
画
部
」
を
「
企
画
県
民
部
」
に
改
め
る
。

「
新
し
い
学
校
づ
く
り
推
進
室
　
　
　
　
　
　
教
新
学
　
　
　
　
　
　
　

別
表
第
一
の
表
中

を
「

全
国
高
校
総
体
推
進
室
　
　
　
　
　
　
　
　
教
全
総
　
　
　
　
　
　
　
」

新
し
い
学
校
づ
く
り
推
進
室
　
　
　
　
　
　
教
新
学
　
　
　
　
　
　
　
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
一
号

庁

中

一

般

教

育

事

務

所

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

県

立

図

書

館

県

立

美

術

館

県

立

博

物

館

県
立
考
古
博
物
館

県

立

文

学

館

県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

県
　
立
　
学
　
校

教
育
長
の
職
務
代
理
者
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
　
育
　
長
　
　
　
阿
　
　
部
　
　
●
　
　
彦

教
育
長
の
職
務
代
理
者
に
関
す
る
規
程

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
訓
令
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第

百
六
十
二
号
）
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
あ
ら
か
じ
め
教
育
長
が
指
名
す
る
委
員
（
以
下
「
教

育
長
職
務
代
理
者
」
と
い
う
。）
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
職
務
代
理
者
）

第
二
条
　
教
育
長
は
、
就
任
の
順
位
を
定
め
て
、
二
人
以
上
の
教
育
長
職
務
代
理
者
を
指
名
す
る
。

２

教
育
長
は
、
教
育
長
職
務
代
理
者
を
指
名
し
た
と
き
は
、
教
育
委
員
会
の
会
議
に
お
い
て
報
告
す

る
も
の
と
す
る
。

（
教
育
次
長
に
よ
る
決
裁
）

第
三
条
　
教
育
長
職
務
代
理
者
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
山
梨
県

教
育
委
員
会
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ

り
教
育
長
に
委
任
さ
れ
た
事
務
の
う
ち
教
育
次
長
等
専
決
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
教
育
委
員

会
教
育
長
訓
令
甲
第
二
号
）
第
四
条
か
ら
第
九
条
に
掲
げ
る
も
の
を
除
い
た
事
務
及
び
山
梨
県
教
育

委
員
会
事
務
決
裁
規
則
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
事

務
を
教
育
長
職
務
代
理
者
に
代
わ
っ
て
教
育
次
長
限
り
で
決
裁
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
六
号
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
法
第
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
改
正
法
第
十
三
条
第
一
項
の
教
育
長
が
任
命
さ
れ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
二
号

庁
　
　
中
　
　
一
　
　
般

教
育
次
長
等
専
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
　
育
　
長
　
　
　
阿
　
　
部
　
　
●
　
　
彦

教
育
次
長
等
専
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

一
五



教
育
次
長
等
専
決
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
参
事
」
の
下
に
「
、
学
力
向
上
対
策
監
」
を
加
え
、「
、
主
幹
及
び
副
主
幹
」

を
「
及
び
主
幹
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
二
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
第
二
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

二
十
二
　
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
補

助
執
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
旧
教
育
長
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法

律
第
七
十
六
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
教
育
次
長
等
専
決
規
程
第

二
十
二
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号

山
梨
県
人
事
委
員
会
事
務
専
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
石
　
　
川
　
　
善
　
　
一

山
梨
県
人
事
委
員
会
事
務
専
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
人
事
委
員
会
事
務
専
決
規
程
（
昭
和
四
十
五
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
通
知
」
を
「
公
告
、
通
知
」
に
改
め
、「
回
答
」
の
下
に
「
、
報
告
」

を
加
え
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
の
二
　
人
事
行
政
の
運
営
の
状
況
及
び
業
務
の
状
況
の
報
告
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
条
第
一
項
第
八
号
中
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
提
示
」
の
下
に

「
及
び
通
知
」
を
加
え
、
同
項
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
二
　
人
事
委
員
会
を
置
く
他
の
地
方
公
共
団
体
に
属
す
る
職
又
は
国
家
公
務
員
の
職
に
現
に
正
式

に
任
用
さ
れ
て
い
る
者
を
も
つ
て
補
充
し
よ
う
と
す
る
職
へ
の
採
用
選
考
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
職
員
が
公
務
上
の
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
た
場
合
の
昇
任
選
考
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
条
第
一
項
第
十
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
三
の
二
　
措
置
要
求
書
及
び
不
服
申
立
書
の
不
備
の
補
正
の
命
令
及
び
職
権
に
よ
る
不
備
の
補
正

に
関
す
る
こ
と
。

十
三
の
三
　
職
員
の
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
条
第
一
項
第
十
四
号
中
「
規
定
に
基
づ
く
」
を
「
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
十
八
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
八
の
二
　
職
員
給
与
条
例
の
規
定
に
よ
る
任
命
権
者
と
の
協
議
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
条
第
一
項
第
二
十
五
号
中
「
号
給
」
を
「
号
給
の
基
準
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
六
号
中
「
協

議
」
を
「
基
準
の
承
認
」
に
改
め
、
同
項
中
第
二
十
八
号
の
四
を
第
二
十
八
号
の
五
と
し
、
第
二
十
八

号
の
三
を
第
二
十
八
号
の
四
と
し
、
第
二
十
八
号
の
二
を
第
二
十
八
号
の
三
と
し
、
第
二
十
八
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

第
二
十
八
号
の
二
　
昇
給
の
号
給
数
の
別
段
の
取
扱
い
の
協
議
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
条
第
一
項
第
二
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
九
　
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
た
職
員
が
職
務
復
帰
し
た
場
合
及
び
生
命

を
と
し
て
職
務
を
遂
行
し
危
篤
等
と
な
つ
た
場
合
の
昇
格
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
条
第
一
項
第
三
十
一
号
の
二
中
「
派
遣
職
員
」
を
「
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣

さ
れ
た
職
員
」
に
改
め
、
同
項
第
三
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
十
三
　
給
与
規
則
の
給
料
に
関
す
る
章
の
規
定
に
よ
り
難
い
場
合
の
措
置
の
承
認
に
関
す
る
こ
と

（
軽
易
な
も
の
に
限
る
。）。

第
二
条
第
一
項
第
三
十
四
号
中
「
一
般
の
職
員
の
給
与
の
支
給
割
合
」
を
「
職
員
の
派
遣
期
間
の
協

議
並
び
に
給
与
の
不
支
給
及
び
支
給
割
合
」
に
改
め
、
同
項
第
三
十
四
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

三
十
四
の
三
　
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
た
職
員
の
職
務
復
帰
時
に
お
け
る
号
給
の
調
整
の
承
認
に
関

す
る
こ
と
。

第
二
条
第
一
項
第
三
十
七
号
及
び
第
三
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
十
七
　
事
務
局
職
員
に
係
る
次
の
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
採
用
、
転
任
、
出
向
、
昇
任
及
び
退
職
の
発
令
（
副
主
査
以
上
の
職
員
を
除
く
。）

ロ

兼
職
、
休
職
、
復
職
、
無
給
休
暇
、
職
務
復
帰
、
補
職
、
研
修
及
び
自
己
啓
発
等
休
業
の
発

令
ハ
　
修
学
部
分
休
業
の
承
認

ニ
　
営
利
企
業
等
の
従
事
許
可

ホ
　
育
児
休
業
等
の
承
認
及
び
そ
の
取
消
し

ヘ
　
臨
時
的
任
用
（
二
月
を
超
え
る
期
間
の
も
の
）

ト
　
昇
給
及
び
昇
格

チ
　
退
職
手
当
の
裁
定

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

一
六



三
十
八
　
事
務
局
長
及
び
次
長
に
係
る
次
の
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
旅
行
の
命
令
及
び
そ
の
復
命
の
受
理

ロ

年
次
有
給
休
暇
の
付
与
、
有
給
休
暇
（
年
次
有
給
休
暇
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）、
介
護
休
暇

及
び
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
の
承
認
並
び
に
週
休
日
の
振
替
（
四
時
間
の
勤
務
時
間
の

割
振
り
変
更
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

ハ

時
間
外
勤
務
及
び
休
日
勤
務
（
休
日
の
代
休
日
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
命
令
並
び
に
時

間
外
勤
務
代
休
時
間
及
び
休
日
の
代
休
日
の
指
定

第
二
条
第
一
項
第
三
十
九
号
か
ら
第
四
十
一
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
四
十
二
号
中
「
執
行
」
の
下

に
「
及
び
前
各
号
に
準
ず
る
事
項
」
を
加
え
、
同
号
を
第
三
十
九
号
と
し
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中

「
通
知
」
を
「
公
告
、
通
知
」
に
、「
総
括
次
長
補
佐
専
決
事
項
」
を
「
事
務
局
長
専
決
事
項
、
総
括
次

長
補
佐
専
決
事
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
総
括
次
長
補
佐
専
決
事
項
」
を
「
事
務
局
長
専
決
事

項
、
総
括
次
長
補
佐
専
決
事
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
　
証
明
事
務
に
関
す
る
こ
と
（
総
括
次
長
補
佐
専
決
事
項
を
除
く
。）。

第
二
条
第
一
項
第
五
号
中
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
通
知
」
を
「
通
知

の
受
理
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

九
　
行
政
文
書
の
開
示
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
及
び
利
用
停
止
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
事
務
局
職
員
に
係
る
次
の
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
事
務
分
掌
の
決
定

ロ
　
身
分
証
明
書
及
び
職
員
き
章
の
交
付

ハ
　
臨
時
的
任
用
（
二
月
以
内
の
期
間
の
も
の
）

十
二
　
総
括
次
長
補
佐
に
係
る
次
の
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
旅
行
の
命
令
及
び
そ
の
復
命
の
受
理

ロ

年
次
有
給
休
暇
の
付
与
、
有
給
休
暇
、
介
護
休
暇
及
び
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
の

承
認
並
び
に
週
休
日
の
振
替

ハ
　
時
間
外
勤
務
及
び
休
日
勤
務
の
命
令
並
び
に
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
及
び
休
日
の
代
休
日

の
指
定

十
三
　
金
額
百
万
円
以
上
一
千
万
円
未
満
の
収
入
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
　
金
額
百
万
円
以
上
一
千
万
円
未
満
の
支
出
負
担
行
為
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

十
五
　
収
入
の
通
知
及
び
支
出
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
（
総
括
次
長
補
佐
専
決
事
項
を
除
く
。）。

十
六
　
目
節
の
流
用
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
条
第
二
項
中
第
十
七
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
削
り
、
第
二
十
号
を
第
十
七
号
と
し
、
同
条
第

三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３
　
総
括
次
長
補
佐
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
専
決
す
る
。

一

軽
易
な
事
項
に
関
す
る
通
知
、
申
請
、
照
会
、
回
答
、
報
告
、
届
出
及
び
進
達
並
び
に
報
告
及

び
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
（
次
長
補
佐
専
決
事
項
を
除
く
。）。

二
　
軽
易
な
証
明
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
事
務
局
職
員
に
係
る
次
の
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

イ

扶
養
親
族
の
認
定
並
び
に
通
勤
手
当
、
住
居
手
当
及
び
単
身
赴
任
手
当
に
係
る
確
認
及
び
決

定
ロ
　
児
童
手
当
の
認
定

四

事
務
局
職
員
（
事
務
局
長
、
次
長
及
び
総
括
次
長
補
佐
を
除
く
。
）
に
係
る
次
の
事
項
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
旅
行
の
命
令
及
び
そ
の
復
命
の
受
理

ロ

年
次
有
給
休
暇
の
付
与
、
有
給
休
暇
、
介
護
休
暇
及
び
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
の
承

認
並
び
に
週
休
日
の
振
替

ハ

時
間
外
勤
務
及
び
休
日
勤
務
の
命
令
並
び
に
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
及
び
休
日
の
代
休
日
の

指
定

五
　
金
額
百
万
円
未
満
の
収
入
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
金
額
百
万
円
未
満
の
支
出
負
担
行
為
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
金
額
百
万
円
未
満
の
収
入
の
通
知
及
び
支
出
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
第
一
項
中
「
事
務
局
長
」
の
下
に
「
、
次
長
、
総
括
次
長
補
佐
及
び
次
長
補
佐
」
を
加
え
、

「
各
号
の
一
」
を
「
各
号
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
、「
委
員
会
」
の
下
に
「
又
は
上
司
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

平
成
二
十
六
年
改
正
職
員
給
与
条
例
附
則
第
五
条
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
石
　
　
川
　
　
　
善
　
　
一

平
成
二
十
六
年
改
正
職
員
給
与
条
例
附
則
第
五
条
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
及
び
山
梨
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給

与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
八
十
五
号
。

以
下
「
改
正
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。）
附
則
第
五
条
、
山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
及
び
山
梨

県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

一
七



成
二
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
八
十
六
号
。
以
下
「
改
正
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。）
附
則
第

五
条
及
び
山
梨
県
警
察
職
員
給
与
条
例
及
び
山
梨
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特

例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
八
十
七
号
。
以
下

「
改
正
警
察
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。）
附
則
第
五
条
（
第
四
条
、
第
五
条
及
び
第
六
条
に
お
い
て

「
改
正
職
員
給
与
条
例
附
則
第
五
条
等
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

（
改
正
職
員
給
与
条
例
附
則
第
五
条
第
一
項
等
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
）

第
二
条
　
改
正
職
員
給
与
条
例
附
則
第
五
条
第
一
項
、
改
正
学
校
職
員
給
与
条
例
附
則
第
五
条
第
一
項

及
び
改
正
警
察
職
員
給
与
条
例
附
則
第
五
条
第
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に

掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
切
替
日
」
と
い
う
。
）
以
降
に
初
任
給
基
準
異
動
（
給
料

表
の
適
用
を
異
に
し
な
い
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委

員
会
規
則
第
七
号
）
別
表
第
七
に
定
め
る
初
任
給
基
準
表
に
異
な
る
初
任
給
の
定
め
が
あ
る
他
の

職
種
に
属
す
る
職
務
へ
の
異
動
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
職
員

二

切
替
日
以
降
に
降
格
（
職
員
の
職
務
の
級
を
同
一
の
給
料
表
の
下
位
の
職
務
の
級
に
変
更
す
る

こ
と
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。）
を
し
た
職
員

三

切
替
日
前
に
次
に
掲
げ
る
期
間
（
こ
の
号
及
び
次
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
「
休
職
等
期
間
」

と
い
う
。）
が
あ
る
職
員
で
あ
っ
て
、
切
替
日
以
降
に
当
該
休
職
等
期
間
を
含
む
期
間
に
係
る
復

職
時
調
整
（
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
第
二
十
八
条
、
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関

す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
）
第
二
十
五
条
、
山
梨
県
警
察
職

員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
第
二
十
三
条
、

山
梨
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
山
梨
県
条
例
第
一
号
）
第
八
条
、
公
益

的
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例（
平
成
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号
。

ト
に
お
い
て
「
公
益
的
法
人
等
派
遣
条
例
」
と
い
う
。）
第
六
条
又
は
山
梨
県
職
員
の
自
己
啓
発

等
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
六
十
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
号
給
の

調
整
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。）
を
さ
れ
た
も
の

イ

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
休
職
に
さ
れ
て
い
た
期
間

ロ

地
方
公
務
員
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
て
い
た
期
間

ハ

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六

十
三
年
山
梨
県
条
例
第
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
た
期
間

ニ

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。
次
項
及
び
次
条

第
四
項
イ
に
お
い
て
「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業

を
し
て
い
た
期
間

ホ

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
条
例

第
五
号
。
以
下
「
職
員
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
傷
病
休

暇
、
介
護
休
暇
又
は
無
給
休
暇
の
承
認
を
受
け
て
い
た
期
間

へ

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
七

号
。
以
下
「
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
傷
病
休

暇
、
介
護
休
暇
又
は
無
給
休
暇
の
承
認
を
受
け
て
い
た
期
間

ト
　
公
益
的
法
人
等
派
遣
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
た
期
間

チ

教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大

学
院
修
学
休
業
を
し
て
い
た
期
間

リ

山
梨
県
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業
を

し
て
い
た
期
間

四

切
替
日
以
降
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
（
育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
の
規
定
に

よ
る
勤
務
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
開
始
し
、
又
は
終
了
し
た
職
員

五

切
替
日
以
降
に
再
任
用
職
員
異
動
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
八

条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に
つ
い
て
行
う
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
又

は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が

異
な
る
他
の
職
へ
の
異
動
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
職
員

六

切
替
日
以
降
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
（
人
事
委
員
会
の

定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員
を
含
む
。）

（
改
正
職
員
給
与
条
例
附
則
第
五
条
第
二
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支
給
）

第
三
条
　
切
替
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
切
替
日
以
降
に
次

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
（
当
該
各
号
の
二
以
上
の
号
に
掲
げ
る
場

合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
（
次
項
に
お
い
て
「
複
数
事
由
該
当
職
員
」
と
い
う
。）
を
除

く
。）
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
が
当
該
各
号
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る

額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
は
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、
改
正
職
員
給
与
条
例
附
則

第
五
条
第
二
項
、
改
正
学
校
職
員
給
与
条
例
附
則
第
五
条
第
二
項
及
び
改
正
警
察
職
員
給
与
条
例
附

則
第
五
条
第
二
項
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
改
正
職
員
給
与
条
例
附
則
第
五
条
第
二
項
等
」
と

い
う
。）
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

一

給
料
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
又
は
初
任
給
基
準
異
動
を
し
た
場
合
（
第
六
号
に
掲
げ
る
場

合
を
除
く
。）

切
替
日
の
前
日
に
当
該
異
動
が
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
（
切
替
日
以
降
に
こ

れ
ら
の
異
動
が
二
回
以
上
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
切
替
日
の
前
日
に
そ
れ
ら
の
異
動
が
順
次

あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
）
に
同
日
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額

二

降
格
を
し
た
場
合

（
第
六
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。）

切
替
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者

が
受
け
て
い
た
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
か
ら
、
当
該
降
格
を
し
た
日
に
当
該
降
格
が
な
い
も
の

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

一
八



と
し
た
場
合
に
同
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
給
に
対
応
す
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
と
当
該

降
格
後
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
給
に
対
応
す
る
給
料
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
（
降
格
を

二
回
以
上
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
当
該
差
額
に
相
当
す
る
額
を
合
算
し
た
額
）
を

減
じ
た
額

三

切
替
日
前
に
お
け
る
休
職
等
期
間
を
含
む
期
間
に
係
る
復
職
時
調
整
を
さ
れ
た
場
合
（
第
六
号

に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。）

切
替
日
の
前
日
に
復
職
時
調
整
を
さ
れ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
同

日
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額

四

育
児
短
時
間
勤
務
等
を
開
始
し
、
又
は
終
了
し
た
場
合
　
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、

次
に
定
め
る
額

イ

育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
て
い
る
職
員

改
正
職
員
給
与
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
職
員
給
与
条
例
（
次
号
に
お
い
て
「
改
正
前
の
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一

か
ら
別
表
第
四
ま
で
の
給
料
表
、
改
正
学
校
職
員
給
与
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

学
校
職
員
給
与
条
例
（
次
号
に
お
い
て
「
改
正
前
の
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表

第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
の
給
料
表
及
び
改
正
警
察
職
員
給
与
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
警
察
職
員
給
与
条
例
（
次
号
に
お
い
て
「
改
正
前
の
警
察
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。）

別
表
の
給
料
表
又
は
改
正
職
員
給
与
条
例
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
一
般
職
の

任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
山
梨
県
条
例
第
五
十
九

号
）
第
七
条
第
一
項
の
給
料
表
に
掲
げ
る
給
料
月
額
の
う
ち
、
切
替
日
の
前
日
に
そ
の
者
が
受

け
て
い
た
号
給
に
応
じ
た
額
（
ロ
に
お
い
て
「
切
替
前
給
料
表
に
よ
る
給
料
月
額
」
と
い
う
。）

に
、
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
（
育

児
休
業
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の

者
の
勤
務
時
間
を
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
一
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条

第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
そ
れ
ぞ
れ
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）

ロ

育
児
短
時
間
勤
務
等
を
終
了
し
た
職
員
（
イ
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。）

切
替
前
給
料
表
に

よ
る
給
料
月
額

五

再
任
用
職
員
異
動
を
し
た
場
合
　
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
額

イ

当
該
再
任
用
職
員
異
動
後
に
お
い
て
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
を
占
め
る
職
員

改
正
前
の
職

員
給
与
条
例
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で
、
改
正
前
の
学
校
職
員
給
与
条
例
別
表
第
一
か
ら

別
表
第
三
ま
で
及
び
改
正
前
の
警
察
職
員
給
与
条
例
別
表
の
給
料
表
の
再
任
用
職
員
の
欄
に
掲

げ
る
給
料
月
額
の
う
ち
、
切
替
日
の
前
日
に
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
に
応
じ
た
額

（
ロ
に
お
い
て
「
切
替
前
の
再
任
用
給
料
月
額
」
と
い
う
。）

ロ

当
該
再
任
用
職
員
異
動
後
に
お
い
て
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る

短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
　
切
替
前
の
再
任
用
給
料
月
額
に
、
職
員
勤
務
時
間
条
例

第
二
条
第
三
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ

の
者
の
当
該
再
任
用
職
員
異
動
後
に
お
け
る
勤
務
時
間
を
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
一
項

又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
そ
れ
ぞ
れ
除
し
て
得

た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨

て
た
額
）

六

人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給
を
決
定
さ
れ
た
場
合
又
は
人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ

に
準
ず
る
場
合
　
人
事
委
員
会
の
定
め
る
額

２

切
替
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
複
数
事
由
該
当
職
員
で

あ
っ
て
、
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
が
人
事
委
員
会
の
定
め
る
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の

に
は
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、
改
正
職
員
給
与
条
例
附
則
第
五
条
第
二
項
等
の
規
定
に
よ
る

給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

（
改
正
職
員
給
与
条
例
附
則
第
五
条
第
三
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支
給
）

第
四
条
　
人
事
交
流
等
職
員
（
切
替
日
以
降
に
、
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
地
方
公
務
員
、
国
家
公

務
員
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
に
勤
務
す
る
者
そ
の
他
人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
ら
に
準
ず
る

者
で
あ
っ
た
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ

た
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）（
当
該
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
以
降
に
前
条

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
を
除
く
。）
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の

受
け
る
給
料
月
額
が
そ
の
者
が
切
替
日
の
前
日
に
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
に

同
日
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
（
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
に
あ

っ
て
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
額
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
（
人
事
交
流
等
職
員
と
な
る

前
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
者
で
あ
っ
て
、
切
替
日
以
降
に
改
正
職

員
給
与
条
例
附
則
第
五
条
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
で
な
く
な
っ
た
も
の
を
除

く
。）
に
は
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、
改
正
職
員
給
与
条
例
附
則
第
五
条
第
三
項
、
改
正
学

校
職
員
給
与
条
例
附
則
第
五
条
第
三
項
及
び
改
正
警
察
職
員
給
与
条
例
附
則
第
五
条
第
三
項
（
次
項

に
お
い
て
「
改
正
職
員
給
与
条
例
附
則
第
五
条
第
三
項
等
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し

て
支
給
す
る
。

２

人
事
交
流
等
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
以
降
に
前
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
に
対
し
て
は
、
そ
の
者
が
切
替
日
の
前
日
に
人
事
交

流
等
職
員
と
な
り
同
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
も
の
と
み
な
し
て
前
条
の
規

定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
改
正
職
員
給
与
条
例
附
則
第
五
条
第
二
項

等
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
に
相
当
す
る
額
を
、
改
正
職
員
給
与
条
例
附
則
第
五
条
第
三
項
等
の
規

定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

（
端
数
計
算
）

第
五
条
　
改
正
職
員
給
与
条
例
附
則
第
五
条
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

山
梨
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と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
を
も
っ
て
当
該
給
料
の
額
と
す
る
。

（
こ
の
規
則
に
よ
り
難
い
場
合
の
措
置
）

第
六
条
　
改
正
職
員
給
与
条
例
附
則
第
五
条
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支
給
に
つ
い
て
、
こ
の
規
則
の

規
定
に
よ
る
場
合
に
は
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
著
し
く
失
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
そ
の
他

の
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
別
段
の
取
扱
い
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

山
梨
県
職
員
の
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
に
お
け
る
号
給
の
調
整
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。平

成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
石
　
　
川
　
　
　
善
　
　
一

山
梨
県
職
員
の
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
に
お
け
る
号
給
の
調
整
に
関
す
る
規
則

（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
に
お
い
て
号
給
の
調
整
を
行
う
職
員
）

第
一
条
　
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
山
梨
県
条
例
第
五
十

四
号
）
附
則
第
五
項
の
調
整
考
慮
事
項
及
び
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
に
お
け
る
号
給
の
調
整
の
状

況
を
考
慮
し
て
調
整
の
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
平
成
二
十

七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
調
整
日
」
と
い
う
。）
に
お
い
て
平
成
十
九
年
昇
給
等
抑
制
職
員
、
平
成

二
十
年
昇
給
等
抑
制
職
員
又
は
平
成
二
十
一
年
昇
給
等
抑
制
職
員
の
い
ず
れ
か
二
以
上
に
該
当
す
る

職
員
と
す
る
。

２
　
前
項
の
平
成
十
九
年
昇
給
等
抑
制
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一

平
成
十
九
年
一
月
一
日
に
お
い
て
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
。
以
下
「
平
成
十
八
年
改
正
県
職
員
給
与
規

則
」
と
い
う
。）
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
。
以
下
「
平
成

十
九
年
改
正
県
職
員
給
与
規
則
」
と
い
う
。）
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る

規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
二
十
三
条
の
五
若
し
く
は
平
成
十

八
年
改
正
県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
又
は
こ
れ
ら

の
規
定
に
よ
り
昇
給
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
同
日
に
受
け
て
い
た
号
給
と
、
平

成
十
八
年
改
正
県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
七
項
中
「
第
二
十
三
条
の
五
第
一
項
、
第
三
項
第
一
号
」

と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
五
第
三
項
第
一
号
」
と
、「
同
条
第
一
項
中
「
定
め
る
号
給
数
」

と
あ
る
の
は
「
定
め
る
号
給
数
に
相
当
す
る
数
か
ら
一
を
減
じ
て
得
た
数
に
相
当
す
る
号
給
数
」

と
、「
Ｅ
」
と
あ
る
の
は
「
Ｄ
又
は
Ｅ
（
条
例
第
八
条
の
五
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
特

定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
Ｃ
、
Ｄ
又
は
Ｅ
）」
と
、
同
条
第
三
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第

三
項
第
一
号
」
と
、
同
規
則
附
則
第
九
項
中
「
相
当
す
る
数
か
ら
一
を
減
じ
て
得
た
数
に
、
切
替

日
」
と
あ
る
の
は
「
、
切
替
日
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
同
日
に

受
け
る
こ
と
と
な
る
号
給
と
が
異
な
る
職
員
又
は
平
成
十
八
年
改
正
県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
六

項
、
同
規
則
附
則
第
十
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
（
次
に
掲
げ
る
職

員
を
除
く
。）

イ

平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
、
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭

和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）
第
二
十
二
条
第

四
項
（
同
規
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）、
第
二
十
六

条
第
三
項
又
は
第
二
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
上
位
資

格
取
得
等
職
員
」
と
い
う
。）

ロ

平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
、
給
料
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
又
は

給
料
表
の
適
用
を
異
に
し
な
い
規
則
別
表
第
七
に
定
め
る
初
任
給
基
準
表
に
異
な
る
初
任
給
の

定
め
が
あ
る
他
の
職
種
に
属
す
る
職
務
へ
の
異
動
（
以
下
「
給
料
表
異
動
等
」
と
い
う
。）
を

し
た
職
員

ハ

平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給

を
決
定
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
個
別
承
認
職
員
」
と
い
う
。）

ニ

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
休
職
に
さ
れ
て

い
た
期
間
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
五
条
の
二
第

一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
て
い
た
期
間
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
て
い
た
期
間
、

休
暇
の
た
め
引
き
続
い
て
勤
務
し
て
い
な
か
っ
た
期
間
、
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に

派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
二
号
）
第
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
た
期
間
、
公
益
的
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等

に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派

遣
さ
れ
て
い
た
期
間
又
は
山
梨
県
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
山

梨
県
条
例
第
六
十
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
休
業
を
し
て
い
た
期
間
（
以
下
「
休
職
等
期
間
」

と
い
う
。）
が
あ
る
職
員
の
う
ち
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の

ホ

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
職
員
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の

二

平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
で
あ
っ
て
、

次
に
掲
げ
る
も
の
（
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得

等
職
員
と
な
っ
た
職
員
、
給
料
表
異
動
等
を
し
た
職
員
及
び
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
職
員
を
除

山
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く
。）

イ

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
十
八
年
改
正
県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項

（
平
成
十
九
年
改
正
県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
十
八
年
改

正
県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
に
お
け
る
号
給
の
調
整
に
関
す

る
規
則
（
平
成
二
十
三
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
。
以
下
「
平
成
二
十
三
年
調
整
規

則
」
と
い
う
。）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
十
八
年
改
正
県
職
員
給
与
規
則

附
則
第
五
項
及
び
山
梨
県
職
員
の
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
に
お
け
る
号
給
の
調
整
に
関
す
る

規
則
（
平
成
二
十
六
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
。
以
下
「
平
成
二
十
六
年
県
職
員
調

整
規
則
」
と
い
う
。）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
十
八
年
改
正
県
職
員
給
与

規
則
附
則
第
五
項
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
十
八
年
改
正
県
職
員
給
与
規
則
附

則
第
五
項
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
平
成
十
八
年

改
正
県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
採
用
日
か
ら
平
成
十
八
年
改
正
県
職
員
給
与

規
則
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
調
整
年
数
を
遡
っ
た
日
が
平
成
十
九
年
一
月
一
日
（
平
成
二
十

二
年
一
月
一
日
以
後
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
八
年
十
一
月
一
日

（
平
成
十
八
年
改
正
県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
職
員
に
あ
っ
て
は
、

同
年
十
月
一
日
））
前
と
な
る
も
の

ロ

山
梨
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
山

梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
（
以
下

「
初
任
給
均
衡
決
定
職
員
」
と
い
う
。）
の
う
ち
、
前
号
又
は
イ
に
掲
げ
る
職
員
と
の
均
衡
を

考
慮
し
て
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員

三

平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
規
則
第
二
十
条
第
一
号
か
ら
第
三
号

ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
職
員
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な
っ
た
者
の
う

ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
（
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か

ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
職
員
及
び
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
職

員
を
除
く
。）

四

平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
職

員
（
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
給
料
表
異
動
等
を
し

た
職
員
及
び
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
職
員
を
除
く
。）
の
う
ち
、
規
則
第
二
十
二
条
第
四
項
又

は
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
初
任
給
と
し
て
受
け
る
べ
き
号
給
の
決
定
に
お
い
て
、
平

成
十
八
年
改
正
県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
で
あ
っ

て
、
平
成
十
八
年
改
正
県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
採
用
日
か
ら
平
成
十
八
年
改

正
県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
調
整
年
数
を
遡
っ
た
日
が
平
成
十
九
年
一
月
一
日

（
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
以
後
に
規
則
第
二
十
二
条
第
四
項
又
は
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
八
年
十
一
月
一
日
（
平
成
十
八
年
改
正

県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
職
員
に
あ
っ
て
は
、
同
年
十
月
一
日
））
前
と

な
る
職
員
及
び
規
則
第
二
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
で
人
事
委
員
会

の
定
め
る
も
の

五

平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
給
料
表
異
動
等
を
し
た
職
員
で
あ
っ

て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
当
該
給
料
表
異
動
等
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資

格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
職
員
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
個
別
承
認
職

員
と
な
っ
た
職
員
及
び
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て

休
職
等
期
間
が
あ
る
職
員
を
除
く
。）

イ

平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
以
外

の
者
で
あ
っ
て
、
平
成
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
に
当
該
給
料
表
異
動
等
（
当
該
給
料
表
異
動

等
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
給
料
表
異
動
等
の
う
ち
最
後
に
し
た
給
料
表
異
動
等
。
以
下

同
じ
。）
が
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る

も
の

ロ

平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
（
人

事
交
流
等
に
よ
り
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
を
除
く
。
第
三
項
第
五
号
ロ
及
び
第
四
項
第
五
号

ロ
に
お
い
て
同
じ
。）
で
あ
っ
て
、
当
該
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日
か
ら
当
該
給
料
表
異
動
等

後
の
職
務
と
同
種
の
職
務
に
引
き
続
き
在
職
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
第
二
号
に
掲
げ

る
職
員
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

六

平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た

職
員
（
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と

な
っ
た
職
員
を
除
く
。）
の
う
ち
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
あ
ら
か
じ
め
人
事

委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
職
員

３
　
第
一
項
の
平
成
二
十
年
昇
給
等
抑
制
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一

平
成
二
十
年
一
月
一
日
に
お
い
て
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
（
平
成
二
十
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
二
号
。
以
下
「
平
成
二
十
年
改
正
県
職
員
給

与
規
則
」
と
い
う
。）
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
二
十
三
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員

又
は
同
条
の
規
定
に
よ
り
昇
給
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
同
日
に
受
け
て
い
た
号

給
と
、
平
成
十
九
年
改
正
県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
十
八
年

改
正
県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
八
項
（
以
下
「
平
成
十
八
年
改
正
県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
八
項
」

と
い
う
。）
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
の
同
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
給
と
が
異
な
る

職
員
又
は
同
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
（
同
日
か
ら
調
整
日

ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
職
員
、
給
料
表
異
動
等
を
し
た
職
員
及
び
個
別
承

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

二
一



認
職
員
と
な
っ
た
職
員
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い

て
休
職
等
期
間
が
あ
る
職
員
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
の
職
員
に
相
当

す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。）

二

平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
で
あ
っ
て
、

次
に
掲
げ
る
も
の
（
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得

等
職
員
と
な
っ
た
職
員
、
給
料
表
異
動
等
を
し
た
職
員
及
び
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
職
員
を
除

く
。）

イ

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
十
八
年
改
正
県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
（
平

成
二
十
三
年
調
整
規
則
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
十
八
年
改
正
県
職
員
給
与

規
則
附
則
第
五
項
及
び
平
成
二
十
六
年
県
職
員
調
整
規
則
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
平
成
十
八
年
改
正
県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
を
含
む
。
以
下
「
平
成
十
八
年
改
正
県
職

員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
で
あ
っ
て
、

平
成
十
八
年
改
正
県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
採
用
日
か
ら
平
成
十
八
年
改
正

県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
調
整
年
数
を
遡
っ
た
日
が
平
成
二
十
年
一
月
一
日

（
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
以
後
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
九
年
十

一
月
一
日
（
平
成
十
八
年
改
正
県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
職
員
に
あ
っ

て
は
、
同
年
十
月
一
日
））
前
と
な
る
も
の

ロ

初
任
給
均
衡
決
定
職
員
の
う
ち
、
前
号
又
は
イ
に
掲
げ
る
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
号
給

を
決
定
さ
れ
た
職
員

三

平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
規
則
第
二
十
条
第
一
号
か
ら
第
三
号

ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
職
員
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な
っ
た
者
の
う

ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
（
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か

ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
職
員
及
び
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
職

員
を
除
く
。）

四

平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
職

員
（
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
給
料
表
異
動
等
を
し

た
職
員
及
び
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
職
員
を
除
く
。）
の
う
ち
、
規
則
第
二
十
二
条
第
四
項
又

は
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
初
任
給
と
し
て
受
け
る
べ
き
号
給
の
決
定
に
お
い
て
、
平

成
十
八
年
改
正
県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
で
あ
っ

て
、
平
成
十
八
年
改
正
県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
採
用
日
か
ら
平
成
十
八
年
改

正
県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
調
整
年
数
を
遡
っ
た
日
が
平
成
二
十
年
一
月
一
日

（
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
以
後
に
規
則
第
二
十
二
条
第
四
項
又
は
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月
一
日
（
平
成
十
八
年
改
正

県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
職
員
に
あ
っ
て
は
、
同
年
十
月
一
日
））
前
と

な
る
職
員
及
び
規
則
第
二
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
で
人
事
委
員
会

の
定
め
る
も
の

五

平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
給
料
表
異
動
等
を
し
た
職
員
で
あ
っ

て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
当
該
給
料
表
異
動
等
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資

格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
職
員
、
平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
個
別
承
認
職

員
と
な
っ
た
職
員
及
び
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て

休
職
等
期
間
が
あ
る
職
員
を
除
く
。）

イ

平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
以
外

の
者
で
あ
っ
て
、
平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
に
当
該
給
料
表
異
動
等
が
あ
っ
た
も
の
と
し

た
場
合
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

ロ

平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
で
あ

っ
て
、
当
該
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日
か
ら
当
該
給
料
表
異
動
等
後
の
職
務
と
同
種
の
職
務
に

引
き
続
き
在
職
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
る
も
の

六

平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た

職
員
（
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と

な
っ
た
職
員
を
除
く
。）
の
う
ち
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
あ
ら
か
じ
め
人
事

委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
職
員

４

第
一
項
の
平
成
二
十
一
年
昇
給
等
抑
制
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
に
お
い
て
規
則
第
二
十
三
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ

た
職
員
又
は
同
条
の
規
定
に
よ
り
昇
給
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
同
日
に
受
け
て

い
た
号
給
と
、
平
成
十
八
年
改
正
県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と

し
た
場
合
の
同
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
給
と
が
異
な
る
職
員
又
は
規
則
第
二
十
三
条
の
五
た

だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
（
同
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取

得
等
職
員
と
な
っ
た
職
員
、
給
料
表
異
動
等
を
し
た
職
員
及
び
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
職
員
、

平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
休
職
等
期
間
が
あ
る
職

員
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
の
職
員
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委

員
会
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。）

二

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
新
た
に
職

員
と
な
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日

ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
職
員
、
給
料
表
異
動
等
を
し
た
職
員
及
び
個
別
承

認
職
員
と
な
っ
た
職
員
を
除
く
。）

イ

平
成
十
八
年
改
正
県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

二
二



で
あ
っ
て
、
平
成
十
八
年
改
正
県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
採
用
日
か
ら
平
成

十
八
年
改
正
県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
調
整
年
数
を
遡
っ
た
日
が
平
成
二
十

一
年
一
月
一
日
（
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
以
後
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、

平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
（
平
成
十
八
年
改
正
県
職
員
給
与
規
則
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
職

員
に
あ
っ
て
は
、
同
年
十
月
一
日
））
前
と
な
る
も
の

ロ

初
任
給
均
衡
決
定
職
員
の
う
ち
、
前
号
又
は
イ
に
掲
げ
る
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
号
給

を
決
定
さ
れ
た
職
員

三

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
規
則
第
二
十
条
第
一
号
か
ら
第
三

号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
職
員
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な
っ
た
者
の

う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
（
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日

か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
職
員
及
び
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た

職
員
を
除
く
。）

四

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た

職
員
（
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
給
料
表
異
動
等
を

し
た
職
員
及
び
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
職
員
を
除
く
。）
の
う
ち
、
規
則
第
二
十
二
条
第
四
項

又
は
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
初
任
給
と
し
て
受
け
る
べ
き
号
給
の
決
定
に
お
い
て
、

平
成
十
八
年
改
正
県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
で
あ

っ
て
、
平
成
十
八
年
改
正
県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
採
用
日
か
ら
平
成
十
八
年

改
正
県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
調
整
年
数
を
遡
っ
た
日
が
平
成
二
十
一
年
一
月

一
日
（
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
以
後
に
規
則
第
二
十
二
条
第
四
項
又
は
第
二
十
六
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
（
平
成
十
八
年

改
正
県
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
職
員
に
あ
っ
て
は
、
同
年
十
月
一
日
））

前
と
な
る
職
員
及
び
規
則
第
二
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
で
人
事
委

員
会
の
定
め
る
も
の

五

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
給
料
表
異
動
等
を
し
た
職
員
で
あ

っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
当
該
給
料
表
異
動
等
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位

資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
職
員
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
個
別
承

認
職
員
と
な
っ
た
職
員
及
び
平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お

い
て
休
職
等
期
間
が
あ
る
職
員
を
除
く
。）

イ

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
以

外
の
者
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
年
十
二
月
三
十
一
日
に
当
該
給
料
表
異
動
等
が
あ
っ
た
も
の
と

し
た
場
合
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

ロ

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
で

あ
っ
て
、
当
該
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日
か
ら
当
該
給
料
表
異
動
等
後
の
職
務
と
同
種
の
職
務

に
引
き
続
き
在
職
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
こ
と

と
な
る
も
の

六

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
個
別
承
認
職
員
と
な
っ

た
職
員
（
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員

と
な
っ
た
職
員
を
除
く
。）
の
う
ち
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
あ
ら
か
じ
め
人
事

委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
職
員

第
二
条
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
休
職
等

期
間
が
あ
る
職
員
（
休
職
等
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
個
別
承
認
職
員

と
な
っ
た
職
員
を
除
く
。）
で
あ
っ
て
、
平
成
十
八
年
四
月
二
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に

復
職
し
、
職
務
に
復
帰
し
、
又
は
再
び
勤
務
す
る
に
至
っ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職

員
に
つ
い
て
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
平
成
十
九
年
昇
給
等
抑
制
職
員
、
平
成

二
十
年
昇
給
等
抑
制
職
員
又
は
平
成
二
十
一
年
昇
給
等
抑
制
職
員
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

（
こ
の
規
則
に
よ
り
難
い
場
合
の
措
置
）

第
三
条
　
特
別
の
事
情
に
よ
り
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

２

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
人
事
委
員

会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
五
項
第
一
号
中
「
第
三
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
次
号
」
の
下
に

「
及
び
第
四
号
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
者
」
の
下
に
「（
次
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。）」

を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
後
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
　
平
成
十
九
年
一
月
一
日

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号

山
梨
県
学
校
職
員
の
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
に
お
け
る
号
給
の
調
整
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
石
　
　
川
　
　
善
　
　
一

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

二
三



山
梨
県
学
校
職
員
の
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
に
お
け
る
号
給
の
調
整
に
関
す
る
規
則

（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
に
お
い
て
号
給
の
調
整
を
行
う
職
員
）

第
一
条
　
山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
山
梨
県
条
例
第

五
十
五
号
）
附
則
第
五
項
の
調
整
考
慮
事
項
及
び
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
に
お
け
る
号
給
の
調
整

の
状
況
を
考
慮
し
て
調
整
の
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
教
育
職
員
は
、

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
調
整
日
」
と
い
う
。）
に
お
い
て
平
成
十
九
年
昇
給
等
抑
制
職

員
、
平
成
二
十
年
昇
給
等
抑
制
職
員
又
は
平
成
二
十
一
年
昇
給
等
抑
制
職
員
の
い
ず
れ
か
二
以
上
に

該
当
す
る
職
員
と
す
る
。

２
　
前
項
の
平
成
十
九
年
昇
給
等
抑
制
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一

平
成
十
九
年
一
月
一
日
に
お
い
て
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
。
以
下
「
平
成
十
八
年
改
正
学
校
職
員

給
与
規
則
」
と
い
う
。）
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
山
梨
県
学
校
職
員
の
給

与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
。

以
下
「
平
成
十
九
年
改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
」
と
い
う
。）
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
学
校
職

員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
）
第
二
十
条
の
五

若
し
く
は
平
成
十
八
年
改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ

た
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
昇
給
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
同
日
に
受
け

て
い
た
号
給
と
、
平
成
十
八
年
改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
中
「
第
二
十
条
の
五
第
一

項
、
第
三
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
の
五
第
三
項
第
一
号
」
と
、「
同
条
第
一
項
中

「
定
め
る
号
給
数
」
と
あ
る
の
は
「
定
め
る
号
給
数
に
相
当
す
る
数
か
ら
一
を
減
じ
て
得
た
数
に

相
当
す
る
号
給
数
」
と
、「
Ｅ
」
と
あ
る
の
は
「
Ｄ
又
は
Ｅ
（
条
例
第
八
条
第
三
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
特
定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
Ｃ
、
Ｄ
又
は
Ｅ
）」
と
、
同
条
第
三
項
第
一
号
」
と
あ
る

の
は
「
同
条
第
三
項
第
一
号
」
と
、
同
規
則
附
則
第
七
項
中
「
相
当
す
る
数
か
ら
一
を
減
じ
て
得

た
数
に
、
切
替
日
」
と
あ
る
の
は
「
、
切
替
日
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定

に
よ
り
同
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
給
と
が
異
な
る
職
員
又
は
平
成
十
八
年
改
正
学
校
職
員
給

与
規
則
附
則
第
四
項
、
同
規
則
附
則
第
八
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員

（
次
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。）

イ

平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
、
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規

則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）
第
二
十

条
第
四
項
、
第
二
十
三
条
第
三
項
又
は
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た

職
員
（
以
下
「
上
位
資
格
取
得
等
職
員
」
と
い
う
。）

ロ

平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
、
給
料
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
（
以

下
「
給
料
表
異
動
等
」
と
い
う
。）
を
し
た
職
員

ハ

平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給

を
決
定
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
個
別
承
認
職
員
」
と
い
う
。）

ニ

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
教
育
公
務
員
特

例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
休
業
し
て
い
た
期

間
、
休
職
に
さ
れ
て
い
た
期
間
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）

第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
て
い
た
期
間
、
地
方
公
務
員
の

育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業

を
し
て
い
た
期
間
、
休
暇
の
た
め
引
き
続
い
て
勤
務
し
て
い
な
か
っ
た
期
間
、
外
国
の
地
方
公

共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
山
梨
県
条

例
第
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
た
期
間
、
公
益
的
法
人
等
へ
の
山

梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
た
期
間
又
は
山
梨
県
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条

例
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
六
十
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
休
業
を
し
て
い
た
期
間

（
以
下
「
休
職
等
期
間
」
と
い
う
。）
が
あ
る
職
員
の
う
ち
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の

ホ

イ
か
ら
二
ま
で
に
掲
げ
る
職
員
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の

二

平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
で
あ
っ
て
、

次
に
掲
げ
る
も
の
（
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取

得
等
職
員
と
な
っ
た
職
員
、
給
料
表
異
動
等
を
し
た
職
員
及
び
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
職
員

を
除
く
。）

イ

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
十
八
年
改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
三
項

（
平
成
十
九
年
改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
十
八
年

改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
三
項
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
に
お
け
る
号
給
の
調
整
に

関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
三
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
。
以
下
「
平
成
二
十
三
年
調

整
規
則
」
と
い
う
。）
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
十
八
年
改
正
学
校
職
員
給

与
規
則
附
則
第
三
項
及
び
山
梨
県
学
校
職
員
の
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
に
お
け
る
号
給
の
調

整
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
六
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
。
以
下
「
平
成
二
十
六

年
学
校
職
員
調
整
規
則
」
と
い
う
。）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
十
八
年
改

正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
三
項
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
十
八
年
改
正
学

校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
三
項
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
で
あ

っ
て
、
平
成
十
八
年
改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
採
用
日
か
ら
平
成
十

八
年
改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
調
整
年
数
を
遡
っ
た
日
が
平
成
十
九

年
一
月
一
日
（
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
以
後
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
平

成
十
八
年
十
一
月
一
日
（
平
成
十
八
年
改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
特

定
職
員
に
あ
っ
て
は
、
同
年
十
月
一
日
））
前
と
な
る
も
の

ロ

山
梨
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
山

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

二
四



梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
（
以
下

「
初
任
給
均
衡
決
定
職
員
」
と
い
う
。）
の
う
ち
、
前
号
又
は
イ
に
掲
げ
る
職
員
と
の
均
衡
を

考
慮
し
て
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員

三

平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
規
則
第
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
三
号

ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
職
員
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な
っ
た
者
の
う

ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
（
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か

ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
職
員
及
び
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
職

員
を
除
く
。）

四

平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
職

員
（
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
給
料
表
異
動
等
を
し

た
職
員
及
び
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
職
員
を
除
く
。）
の
う
ち
、
規
則
第
二
十
条
第
四
項
又
は

第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
初
任
給
と
し
て
受
け
る
べ
き
号
給
の
決
定
に
お
い
て
、
平
成

十
八
年
改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
で
あ
っ

て
、
平
成
十
八
年
改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
採
用
日
か
ら
平
成
十
八
年

改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
調
整
年
数
を
遡
っ
た
日
が
平
成
十
九
年
一
月

一
日
（
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
以
後
に
規
則
第
二
十
条
第
四
項
又
は
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
八
年
十
一
月
一
日
（
平
成
十
八
年
改

正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
職
員
に
あ
っ
て
は
、
同
年
十
月
一
日
））

前
と
な
る
職
員
及
び
規
則
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
で
人
事
委

員
会
の
定
め
る
も
の

五

平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
給
料
表
異
動
等
を
し
た
職
員
で
あ
っ

て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
当
該
給
料
表
異
動
等
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資

格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
職
員
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
個
別
承
認
職

員
と
な
っ
た
職
員
及
び
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て

休
職
等
期
間
が
あ
る
職
員
を
除
く
。）

イ

平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
以
外

の
者
で
あ
っ
て
、
平
成
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
に
当
該
給
料
表
異
動
等
（
当
該
給
料
表
異
動

等
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
給
料
表
異
動
等
の
う
ち
最
後
に
し
た
給
料
表
異
動
等
。
以
下

同
じ
。）
が
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る

も
の

ロ

平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
（
人

事
交
流
等
に
よ
り
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
を
除
く
。
第
三
項
第
五
号
ロ
及
び
第
四
項
第
五
号

ロ
に
お
い
て
同
じ
。）
で
あ
っ
て
、
当
該
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日
か
ら
当
該
給
料
表
異
動
等

後
の
職
務
と
同
種
の
職
務
に
引
き
続
き
在
職
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
第
二
号
に
掲
げ

る
職
員
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

六

平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た

職
員
（
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と

な
っ
た
職
員
を
除
く
。）
の
う
ち
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
あ
ら
か
じ
め
人
事

委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
職
員

３

第
一
項
の
平
成
二
十
年
昇
給
等
抑
制
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一

平
成
二
十
年
一
月
一
日
に
お
い
て
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
（
平
成
二
十
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
三
号
。
以
下
「
平
成
二
十
年
改
正
学
校

職
員
給
与
規
則
」
と
い
う
。）
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭

和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
二
十
三
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定

さ
れ
た
職
員
又
は
同
条
の
規
定
に
よ
り
昇
給
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
同
日
に
受

け
て
い
た
号
給
と
、
平
成
十
九
年
改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
平
成
十
八
年
改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
六
項
（
以
下
「
平
成
十
八
年
改
正
学
校
職
員
給

与
規
則
附
則
第
六
項
」
と
い
う
。）
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
の
同
日
に
受
け
る
こ
と
と

な
る
号
給
と
が
異
な
る
職
員
又
は
同
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職

員
（
同
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
職
員
、
給
料
表
異
動
等
を

し
た
職
員
及
び
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
職
員
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
休
職
等
期
間
が
あ
る
職
員
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
並
び
に

こ
れ
ら
の
職
員
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。）

二

平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
で
あ
っ
て
、

次
に
掲
げ
る
も
の
（
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得

等
職
員
と
な
っ
た
職
員
、
給
料
表
異
動
等
を
し
た
職
員
及
び
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
職
員
を
除

く
。）

イ

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
十
八
年
改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
三
項

（
平
成
二
十
三
年
調
整
規
則
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
十
八
年
改
正
学
校
職

員
給
与
規
則
附
則
第
三
項
及
び
平
成
二
十
六
年
学
校
職
員
調
整
規
則
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
平
成
十
八
年
改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
を
含
む
。
以
下
「
平
成
十
八

年
改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
三
項
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た

職
員
で
あ
っ
て
、
平
成
十
八
年
改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
採
用
日
か

ら
平
成
十
八
年
改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
調
整
年
数
を
遡
っ
た
日
が

平
成
二
十
年
一
月
一
日
（
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
以
後
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
に
あ
っ

て
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月
一
日
（
平
成
十
八
年
改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
三
項
に
規

定
す
る
特
定
職
員
に
あ
っ
て
は
、
同
年
十
月
一
日
））
前
と
な
る
も
の

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

二
五



ロ

初
任
給
均
衡
決
定
職
員
の
う
ち
、
前
号
又
は
イ
に
掲
げ
る
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
号
給

を
決
定
さ
れ
た
職
員

三

平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
規
則
第
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
三
号

ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
職
員
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な
っ
た
者
の
う

ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
（
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か

ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
職
員
及
び
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
職

員
を
除
く
。）

四

平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
職

員
（
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
給
料
表
異
動
等
を
し

た
職
員
及
び
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
職
員
を
除
く
。）
の
う
ち
、
規
則
第
二
十
条
第
四
項
又
は

第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
初
任
給
と
し
て
受
け
る
べ
き
号
給
の
決
定
に
お
い
て
、
平
成

十
八
年
改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
で
あ
っ

て
、
平
成
十
八
年
改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
採
用
日
か
ら
平
成
十
八
年

改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
調
整
年
数
を
遡
っ
た
日
が
平
成
二
十
年
一
月

一
日
（
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
以
後
に
規
則
第
二
十
条
第
四
項
又
は
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月
一
日
（
平
成
十
八
年
改

正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
職
員
に
あ
っ
て
は
、
同
年
十
月
一
日
））

前
と
な
る
職
員
及
び
規
則
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
で
人
事
委

員
会
の
定
め
る
も
の

五

平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
給
料
表
異
動
等
を
し
た
職
員
で
あ
っ

て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
当
該
給
料
表
異
動
等
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資

格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
職
員
、
平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
個
別
承
認
職

員
と
な
っ
た
職
員
及
び
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て

休
職
等
期
間
が
あ
る
職
員
を
除
く
。）

イ

平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
以
外

の
者
で
あ
っ
て
、
平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
に
当
該
給
料
表
異
動
等
が
あ
っ
た
も
の
と
し

た
場
合
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

ロ

平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
で
あ

っ
て
、
当
該
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日
か
ら
当
該
給
料
表
異
動
等
後
の
職
務
と
同
種
の
職
務
に

引
き
続
き
在
職
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
る
も
の

六

平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た

職
員
（
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と

な
っ
た
職
員
を
除
く
。）
の
う
ち
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
あ
ら
か
じ
め
人
事

委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
職
員

４

第
一
項
の
平
成
二
十
一
年
昇
給
等
抑
制
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
に
お
い
て
規
則
第
二
十
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た

職
員
又
は
同
条
の
規
定
に
よ
り
昇
給
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
同
日
に
受
け
て
い

た
号
給
と
、
平
成
十
八
年
改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
六
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と

し
た
場
合
の
同
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
給
と
が
異
な
る
職
員
又
は
同
条
第
五
項
た
だ
し
書
の

規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
（
同
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員

と
な
っ
た
職
員
、
給
料
表
異
動
等
を
し
た
職
員
及
び
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
職
員
、
平
成
二
十

年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
休
職
等
期
間
が
あ
る
職
員
の
う
ち

人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
の
職
員
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定

め
る
も
の
を
除
く
。）

二

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
ま
で
の
間
に
お
い
て
新
た
に
職
員

と
な
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま

で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
職
員
、
給
料
表
異
動
等
を
し
た
職
員
及
び
個
別
承
認

職
員
と
な
っ
た
職
員
を
除
く
。）

イ

平
成
十
八
年
改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職

員
で
あ
っ
て
、
平
成
十
八
年
改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
採
用
日
か
ら

平
成
十
八
年
改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
調
整
年
数
を
遡
っ
た
日
が
平

成
二
十
一
年
一
月
一
日
（
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
以
後
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
に
あ
っ

て
は
、
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
（
平
成
十
八
年
改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
第
三
項
に
規
定
す

る
特
定
職
員
に
あ
っ
て
は
、
同
年
十
月
一
日
））
前
と
な
る
も
の

ロ

初
任
給
均
衡
決
定
職
員
の
う
ち
、
前
号
又
は
イ
に
掲
げ
る
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
号
給

を
決
定
さ
れ
た
職
員

三

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
規
則
第
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
三

号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
職
員
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な
っ
た
者
の

う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
（
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日

か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
職
員
及
び
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た

職
員
を
除
く
。）

四

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た

職
員
（
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
給
料
表
異
動
等
を

し
た
職
員
及
び
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
職
員
を
除
く
。）
の
う
ち
、
規
則
第
二
十
条
第
四
項
又

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

二
六



は
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
初
任
給
と
し
て
受
け
る
べ
き
号
給
の
決
定
に
お
い
て
、
平

成
十
八
年
改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
で
あ

っ
て
、
平
成
十
八
年
改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
採
用
日
か
ら
平
成
十
八

年
改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
調
整
年
数
を
遡
っ
た
日
が
平
成
二
十
一
年

一
月
一
日
（
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
以
後
に
規
則
第
二
十
条
第
四
項
又
は
第
二
十
三
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
（
平
成
十
八

年
改
正
学
校
職
員
給
与
規
則
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
職
員
に
あ
っ
て
は
、
同
年
十
月
一

日
））
前
と
な
る
職
員
及
び
規
則
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
で

人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

五

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
給
料
表
異
動
等
を
し
た
職
員
で
あ

っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
当
該
給
料
表
異
動
等
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位

資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
職
員
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
個
別
承

認
職
員
と
な
っ
た
職
員
及
び
平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お

い
て
休
職
等
期
間
が
あ
る
職
員
を
除
く
。）

イ

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
以

外
の
者
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
年
十
二
月
三
十
一
日
に
当
該
給
料
表
異
動
等
が
あ
っ
た
も
の
と

し
た
場
合
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

ロ

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
で

あ
っ
て
、
当
該
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日
か
ら
当
該
給
料
表
異
動
等
後
の
職
務
と
同
種
の
職
務

に
引
き
続
き
在
職
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
こ
と

と
な
る
も
の

六

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
個
別
承
認
職
員
と
な
っ

た
職
員
（
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員

と
な
っ
た
職
員
を
除
く
。）
の
う
ち
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
あ
ら
か
じ
め
人
事

委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
職
員

第
二
条
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
休
職
等

期
間
が
あ
る
職
員
（
休
職
等
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
個
別
承
認
職
員

と
な
っ
た
職
員
を
除
く
。）
で
あ
っ
て
、
平
成
十
八
年
四
月
二
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に

復
職
し
、
職
務
に
復
帰
し
、
又
は
再
び
勤
務
す
る
に
至
っ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職

員
に
つ
い
て
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
平
成
十
九
年
昇
給
等
抑
制
職
員
、
平
成

二
十
年
昇
給
等
抑
制
職
員
又
は
平
成
二
十
一
年
昇
給
等
抑
制
職
員
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

（
こ
の
規
則
に
よ
り
難
い
場
合
の
措
置
）

第
三
条
　
特
別
の
事
情
に
よ
り
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

一

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

二

山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
人

事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
項
第
一
号
中
「
第
三
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
次
号
」
の
下

に
「
及
び
第
四
号
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
者
」
の
下
に
「（
次
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。）」

を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
　
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
後
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
　
平
成
十
九
年
一
月
一
日

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号

山
梨
県
警
察
職
員
の
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
に
お
け
る
号
給
の
調
整
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
石
　
　
川
　
　
善
　
　
一
　

山
梨
県
警
察
職
員
の
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
に
お
け
る
号
給
の
調
整
に
関
す
る
規
則

（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
に
お
い
て
号
給
の
調
整
を
行
う
職
員
）

第
一
条
　
山
梨
県
警
察
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
山
梨
県
条
例
第

五
十
六
号
）
附
則
第
五
項
の
調
整
考
慮
事
項
及
び
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
に
お
け
る
号
給
の
調
整

の
状
況
を
考
慮
し
て
調
整
の
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
平
成

二
十
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
調
整
日
」
と
い
う
。）
に
お
い
て
平
成
十
九
年
昇
給
等
抑
制
職
員
、

平
成
二
十
年
昇
給
等
抑
制
職
員
又
は
平
成
二
十
一
年
昇
給
等
抑
制
職
員
の
い
ず
れ
か
二
以
上
に
該
当

す
る
職
員
と
す
る
。

２
　
前
項
の
平
成
十
九
年
昇
給
等
抑
制
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一

平
成
十
九
年
一
月
一
日
に
お
い
て
山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号
。
以
下
「
平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員

給
与
規
則
」
と
い
う
。）
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
山
梨
県
警
察
職
員
の
給

与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号
。

以
下
「
平
成
十
九
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
」
と
い
う
。）
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
警
察
職

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

二
七



員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
第
十
九
条
の
四

若
し
く
は
平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ

た
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
昇
給
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
同
日
に
受
け

て
い
た
号
給
と
、
平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
七
項
中
「
第
十
九
条
の
四
第
一

項
、
第
三
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
四
第
三
項
第
一
号
」
と
、「
同
条
第
一
項
中

「
定
め
る
号
給
数
」
と
あ
る
の
は
「
定
め
る
号
給
数
に
相
当
す
る
数
か
ら
一
を
減
じ
て
得
た
数
に

相
当
す
る
号
給
数
」
と
、「
Ｅ
」
と
あ
る
の
は
「
Ｄ
又
は
Ｅ
（
条
例
第
八
条
の
四
第
三
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
特
定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
Ｃ
、
Ｄ
又
は
Ｅ
）」
と
、
同
条
第
三
項
第
一
号
」
と

あ
る
の
は
「
同
条
第
三
項
第
一
号
」
と
、
同
規
則
附
則
第
九
項
中
「
相
当
す
る
数
か
ら
一
を
減
じ

て
得
た
数
に
、
切
替
日
」
と
あ
る
の
は
「
、
切
替
日
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の

規
定
に
よ
り
同
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
給
と
が
異
な
る
職
員
又
は
平
成
十
八
年
改
正
警
察
職

員
給
与
規
則
附
則
第
六
項
、
同
規
則
附
則
第
十
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た

職
員
（
次
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。）

イ

平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
、
山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規

則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）
第
二
十

一
条
の
二
第
三
項
又
は
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
上
位

資
格
取
得
等
職
員
」
と
い
う
。）

ロ

平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給

を
決
定
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
個
別
承
認
職
員
」
と
い
う
。）

ハ

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
休
職
に
さ
れ
て

い
た
期
間
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
五
条
の
二
第

一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
て
い
た
期
間
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
て
い
た
期
間
、

休
暇
の
た
め
引
き
続
い
て
勤
務
し
て
い
な
か
っ
た
期
間
、
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に

派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
二
号
）
第
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
た
期
間
、
公
益
的
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等

に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派

遣
さ
れ
て
い
た
期
間
又
は
山
梨
県
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
山

梨
県
条
例
第
六
十
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
休
業
を
し
て
い
た
期
間
（
以
下
「
休
職
等
期
間
」

と
い
う
。）
が
あ
る
職
員
の
う
ち
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の

ニ
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
職
員
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の

二

平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
で
あ
っ
て
、

次
に
掲
げ
る
も
の
（
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得

等
職
員
と
な
っ
た
職
員
及
び
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
職
員
を
除
く
。）

イ

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項

（
平
成
十
九
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
十
八
年

改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
に
お
け
る
号
給
の
調
整
に

関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
三
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
。
以
下
「
平
成
二
十
三
年
調

整
規
則
」
と
い
う
。）
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員
給

与
規
則
附
則
第
五
項
及
び
山
梨
県
警
察
職
員
の
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
に
お
け
る
号
給
の
調

整
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
六
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
。
以
下
「
平
成
二
十
六

年
警
察
職
員
調
整
規
則
」
と
い
う
。）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
十
八
年
改

正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
十
八
年
改
正
警

察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
で
あ

っ
て
、
平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
採
用
日
か
ら
平
成
十

八
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
調
整
年
数
を
遡
っ
た
日
が
平
成
十
九

年
一
月
一
日
（
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
以
後
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
平

成
十
八
年
十
一
月
一
日
（
平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
特

定
職
員
に
あ
っ
て
は
、
同
年
十
月
一
日
））
前
と
な
る
も
の

ロ

山
梨
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
山

梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
（
以
下

「
初
任
給
均
衡
決
定
職
員
」
と
い
う
。）
の
う
ち
、
前
号
又
は
イ
に
掲
げ
る
職
員
と
の
均
衡
を

考
慮
し
て
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員

三

平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
規
則
第
十
八
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び

第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な
っ
た
者
の
う
ち
人
事
委
員

会
の
定
め
る
も
の
（
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で

の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
職
員
及
び
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
職
員
を
除
く
。）

四

平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
職

員
（
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
個
別
承
認
職
員
と
な

っ
た
職
員
を
除
く
。）
の
う
ち
、
規
則
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
初
任
給
と
し
て

受
け
る
べ
き
号
給
の
決
定
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第

五
項
に
規
定
す
る
採
用
日
か
ら
平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る

調
整
年
数
を
遡
っ
た
日
が
平
成
十
九
年
一
月
一
日
（
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
以
後
に
規
則
第
二

十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
八
年
十
一

月
一
日
（
平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
職
員
に
あ
っ
て

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

二
八



は
、
同
年
十
月
一
日
））
前
と
な
る
職
員
及
び
規
則
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ

れ
た
職
員
で
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

五

平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た

職
員
（
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と

な
っ
た
職
員
を
除
く
。）
の
う
ち
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
あ
ら
か
じ
め
人
事

委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
職
員

３
　
第
一
項
の
平
成
二
十
年
昇
給
等
抑
制
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一

平
成
二
十
年
一
月
一
日
に
お
い
て
山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
（
平
成
二
十
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
四
号
。
以
下
「
平
成
二
十
年
改
正
警
察

職
員
給
与
規
則
」
と
い
う
。）
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭

和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
第
十
九
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ

れ
た
職
員
又
は
同
条
の
規
定
に
よ
り
昇
給
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
同
日
に
受
け

て
い
た
号
給
と
、
平
成
十
九
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
八
項
（
以
下
「
平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員
給
与

規
則
附
則
第
八
項
」
と
い
う
。）
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
の
同
日
に
受
け
る
こ
と
と
な

る
号
給
と
が
異
な
る
職
員
又
は
同
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員

（
同
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
職
員
、
個
別
承
認
職
員
と
な

っ
た
職
員
及
び
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
休
職
等

期
間
が
あ
る
職
員
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
の
職
員
に
相
当
す
る
も
の

と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。）

二

平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
で
あ
っ
て
、

次
に
掲
げ
る
も
の
（
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得

等
職
員
と
な
っ
た
職
員
及
び
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
職
員
を
除
く
。）

イ

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項

（
平
成
二
十
三
年
調
整
規
則
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
十
八
年
改
正
警
察
職

員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
及
び
平
成
二
十
六
年
警
察
職
員
調
整
規
則
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
を
含
む
。
以
下
「
平
成
十
八

年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た

職
員
で
あ
っ
て
、
平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
採
用
日
か

ら
平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
調
整
年
数
を
遡
っ
た
日
が

平
成
二
十
年
一
月
一
日
（
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
以
後
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
に
あ
っ

て
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月
一
日
（
平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
に
規

定
す
る
特
定
職
員
に
あ
っ
て
は
、
同
年
十
月
一
日
））
前
と
な
る
も
の
　
　

ロ

初
任
給
均
衡
決
定
職
員
の
う
ち
、
前
号
又
は
イ
に
掲
げ
る
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
号
給

を
決
定
さ
れ
た
職
員

三

平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
規
則
第
十
八
条
第
一
号
、
第
二
号
及

び
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な
っ
た
者
の
う
ち
人
事

委
員
会
の
定
め
る
も
の
（
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整

日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
職
員
及
び
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
職
員
を
除

く
。）

四

平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
職

員
（
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
個
別
承
認
職
員
と
な

っ
た
職
員
を
除
く
。）
の
う
ち
、
規
則
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
初
任
給
と
し
て

受
け
る
べ
き
号
給
の
決
定
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第

五
項
に
規
定
す
る
採
用
日
か
ら
平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る

調
整
年
数
を
遡
っ
た
日
が
平
成
二
十
年
一
月
一
日
（
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
以
後
に
規
則
第
二

十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
九
年
十
一

月
一
日
（
平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
職
員
に
あ
っ
て

は
、
同
年
十
月
一
日
））
前
と
な
る
職
員
及
び
規
則
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ

れ
た
職
員
で
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

五

平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た

職
員
（
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と

な
っ
た
職
員
を
除
く
。）
の
う
ち
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
あ
ら
か
じ
め
人
事

委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
職
員

４
　
第
一
項
の
平
成
二
十
一
年
昇
給
等
抑
制
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
に
お
い
て
規
則
第
十
九
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た

職
員
又
は
同
条
の
規
定
に
よ
り
昇
給
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
同
日
に
受
け
て
い

た
号
給
と
、
平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と

し
た
場
合
の
同
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
給
と
が
異
な
る
職
員
又
は
規
則
第
十
九
条
の
四
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
（
同
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得

等
職
員
と
な
っ
た
職
員
、
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
職
員
及
び
平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
同
年

十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
休
職
等
期
間
が
あ
る
職
員
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る

も
の
並
び
に
こ
れ
ら
の
職
員
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。）

二

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
新
た
に
職

員
と
な
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

二
九



ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
職
員
、
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
職
員
を
除
く
。）

イ

平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職

員
で
あ
っ
て
、
平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
採
用
日
か
ら

平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
調
整
年
数
を
遡
っ
た
日
が
平

成
二
十
一
年
一
月
一
日
（
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
以
後
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
に
あ
っ

て
は
、
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
（
平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
第
五
項
に
規
定
す

る
特
定
職
員
に
あ
っ
て
は
、
同
年
十
月
一
日
））
前
と
な
る
も
の

ロ

初
任
給
均
衡
決
定
職
員
の
う
ち
、
前
号
又
は
イ
に
掲
げ
る
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
号
給

を
決
定
さ
れ
た
職
員

三

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
規
則
第
十
八
条
第
一
号
、
第
二
号

及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な
っ
た
者
の
う
ち
人

事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
（
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
調

整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
職
員
及
び
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
職
員
を

除
く
。）

四

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た

職
員
（
上
位
資
格
取
得
等
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
個
別
承
認
職
員
と

な
っ
た
職
員
を
除
く
。）
の
う
ち
、
規
則
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
初
任
給
と
し

て
受
け
る
べ
き
号
給
の
決
定
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則

第
五
項
に
規
定
す
る
採
用
日
か
ら
平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
に
規
定
す

る
調
整
年
数
を
遡
っ
た
日
が
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
（
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
以
後
に
規
則

第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
年

十
一
月
一
日
（
平
成
十
八
年
改
正
警
察
職
員
給
与
規
則
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
職
員
に
あ

っ
て
は
、
同
年
十
月
一
日
））
前
と
な
る
職
員
及
び
規
則
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定

さ
れ
た
職
員
で
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

五

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
個
別
承
認
職
員
と
な
っ

た
職
員
（
個
別
承
認
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
ま
で
の
間
に
上
位
資
格
取
得
等
職
員

と
な
っ
た
職
員
を
除
く
。）
の
う
ち
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
あ
ら
か
じ
め
人
事

委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
職
員

第
二
条
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
休
職
等

期
間
が
あ
る
職
員
（
休
職
等
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
個
別
承
認
職
員

と
な
っ
た
職
員
を
除
く
。）
で
あ
っ
て
、
平
成
十
八
年
四
月
二
日
か
ら
調
整
日
の
前
日
ま
で
の
間
に

復
職
し
、
職
務
に
復
帰
し
、
又
は
再
び
勤
務
す
る
に
至
っ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職

員
に
つ
い
て
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
平
成
十
九
年
昇
給
等
抑
制
職
員
、
平
成

二
十
年
昇
給
等
抑
制
職
員
又
は
平
成
二
十
一
年
昇
給
等
抑
制
職
員
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

（
こ
の
規
則
に
よ
り
難
い
場
合
の
措
置
）

第
三
条
　
特
別
の
事
情
に
よ
り
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

一
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

二

山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
人
事

委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
五
項
第
一
号
中
「
第
三
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
次
号
」
の
下
に

「
及
び
第
四
号
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
者
」
の
下
に
「（
次
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。）」

を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
　
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
後
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
　
平
成
十
九
年
一
月
一
日
　

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
一

条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
育
長
の
営
利
企
業
等
の
従
事
制
限
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。平

成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
石
　
　
川
　
　
善
　
　
一
　
　
　

教
育
長
の
営
利
企
業
等
の
従
事
制
限
に
関
す
る
規
則

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）

第
四
条
第
一
項
の
教
育
長
の
営
利
企
業
等
の
従
事
制
限
に
関
し
、
必
要
な
地
位
を
定
め
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

（
制
限
さ
れ
る
地
位
）

第
二
条
　
法
第
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
教
育
長
が
教
育
委
員
会
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
兼
ね
て

は
な
ら
な
い
地
位
は
、
同
項
に
規
定
す
る
役
員
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
顧
問

二
　
相
談
役

三
　
評
議
員

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

三
〇



四
　
そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
準
ず
る
地
位

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
石
　
　
川
　
　
善
　
　
一

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
第
四
項
を
削
る
。

第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
条
例
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
」
を
「
条

例
第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し

て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

条
例
第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
第
一
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
勤
務
は
、
勤
務
に
従
事
し

た
時
間
が
六
時
間
を
超
え
る
場
合
の
勤
務
と
す
る
。

第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
を
第
五
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

条
例
第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
別
表
第
十
二
に
掲

げ
る
当
該
職
員
の
占
め
る
職
に
係
る
同
表
に
掲
げ
る
支
給
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

と
す
る
。

イ
　
一
種
　
六
千
円

ロ
　
二
種
　
五
千
五
百
円

ハ
　
三
種
　
五
千
円

ニ
　
四
種
　
四
千
五
百
円

ホ
　
五
種
　
四
千
円

ヘ
　
六
種
　
三
千
五
百
円

ト
　
七
種
　
三
千
円

チ
　
八
種
　
二
千
五
百
円

４

条
例
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
二
項
の
勤
務
を
し
た

当
該
職
員
に
は
、
そ
の
引
き
続
く
勤
務
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を

支
給
し
な
い
。

別
表
第
四
の
二
の
項
第
一
号
中
２２
を
２３
と
し
、
１４
か
ら
２１
ま
で
を
１５
か
ら
２２
ま
で
と
し
、
１３
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１４

歯
科
技
工
士
法
第
十
四
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
歯
科
技
工

士
養
成
所
の
昼
間
課
程
（「
高
校
三
卒
」
を
入
学
資
格
と
す
る
修
業
年
限
三
年
以
上
の
も
の
に

限
る
。）
の
卒
業

別
表
第
四
の
二
の
項
第
二
号
１５
中
「
養
成
所
」
の
下
に
「
の
課
程
」
を
、「
卒
業
」
の
下
に
「（
短

大
卒
の
欄
第
一
号
１４
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

別
表
第
四
の
三
の
項
第
二
号
中
８
を
削
る
。

「

別
表
第
八
の
二
イ
の
表
２
級
の
欄
中
　

「
を
」

「

に
改
め
、
同
表
５
級
の
欄
中

」

「
を
」

「

に
改
め
、
同
表
６
級
の
欄
中

」

「
を
」

「

に
改
め
、
同
表
７
級
の
欄
中

」

「
を
」

「

に
改
め
、
同
表
８
級
の
欄
中

」

「
を
」

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

三
一

３３

３４

３４

３４

３５

３５

３５

３６

３６

３６

３７

３４

３４

３５

３５

３６

３６

３７

３８

３９

３７

３８

３８

３９

３９

４０

４０

４１

６９

６９

４０

４１

４１

４２

４２

４３

４３

４４

４４

４５

６８

６８

６９

６９

６９

７０

７０

７０

７１

７１

７１

７２

７３

７４

７５

７６

７７

５１

６９

６９

６９

７０

７０

７０

７１

７２

７３

７４

７５

５１

５１

５１

５１

５２

５２

５２

５２

５２

５３

５３

５３

５３

５０

５０

５０

５０

５０

５１

５１

５１

５１

５１

５１

５１

５１

５１

５１

５１

５１

５２

５２

５２

５２

５３

３１

３２

３２

３２

３２

３３

３３

３３

３３

３４

３４

３４

３４

３５

３５

３５

３５

３６

３６

３６

３７

３０

３０

３０

３１

３１

２９

３０

３０

３０

３０

３１

３１

２９

２９

２９

２９

３１

３１

３１

３１

３１

３１

３１

３１

３１

３２

３２

３２

３２

３２

３２

３２

３２

３２

３２

３２

３２

３２

３３

３３

３４

３４

３５

２８

２９

２９

２９

２９

２９

３０

３０

３０

３０

３１

３１

３１

３１

３２

３２

３３



「

に
改
め
、
同
表
９
級
の
欄
中

」

「
を
」

に
改
め
る
。

」

「

別
表
第
八
の
二
ハ
の
表
２
級
の
欄
中
　

」

「

「

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

」「
を
」

「
●
●
●
●
●
●
●
「
●

に
改
め
、
同
表
６
級
の
欄
中
　
　
　
　
　
　
　
を

」

」

「

に
改
め
、
同
表
７
級
の
欄
中

」

「
を
」

に
改
め
る
。

」

「

別
表
第
八
の
二
ニ
の
表
６
級
の
欄
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
を
」

「

に
改
め
、
同
表
７
級
の
欄
中

」

「
を
」

に
改
め
る
。

」

「

別
表
第
八
の
二
ホ
の
表
２
級
の
欄
中

」

「

「

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

」

「
●
●
●
●
●
●
●
●
●

を
」

に
改
め
る
。

」

「

別
表
第
八
の
二
へ
の
表
２
級
の
欄
中

「
を
」

「
●

に
、

」

「
を
」

「

に
、

」

「
を
」

に
改
め
、
同
表
５

」

「
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
「
●

級
の
欄
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
」

に
改
め
、
同
表
６
級
の

」

「

欄
中

「
を
」

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

三
二

３０

３０

３０

３０

３０

３１

３１

３１

３１

１４

１４

１４

１４

１５

１５

１５

１５

１６

１６

１６

１６

１７

１５

１５

１５

１５

１６

１６

３３

３４

３４

３５

３５

３６

３６

３７

３８

３９

３７

３８

３８

３９

３４

３５

３６

３７

３７

３８

３８

３９

３９

４０

４１

４２

４２

４２

４３

４３

４３

４４

４４

４４

４５

４５

４６

４６

４７

４２

４２

４３

４３

４４

４４

４５

４２

４２

４２

４２

４２

４３

４３

４３

４３

４３

４４

４２

４２

４３

４３

４４

４４

４５

４５

４６

４６

４７

４７

４８

２１

２２

２２

２３

２３

２４

３１

３１

３２

３２

３３

３３

３４

３４

３５

３５

３６

２４

２５

２６

２７

２８

２９

２９

３０

３０

３１

３１

３２

３２

３３

３４

３５

２９

３０

３０

３０

３０

３１

３１

３１

３７

３８

３８

３９

３９

４０

４０

３８

３９

４０

４１

４１

４２

４２

４３

４３

４４

４６

４６

４７

４７

４８

４８

４９

４９

４９

４９

５０

５０

５０

５０

４５

４６

４６

４６

４７

４７

４７

４８

４１

４２

４３

５１

５１

５１

５１

５２

５２

５２

５２

５３

５３

５３

５３

５３

５４

５４

５４

５４

５４

５５

５１

５１

５１

５１

５１

５２

５２

５２

５２

５２

５３

５３

５３

５３

５０

５０

５０

５０

５０

５１

５１

５１

５１

５１

５１

５１

５１

５１

３０

３０

３０

３１

３１

３１

３２

３２

３２

３２

３３

３３

３３

３３

３４

３４

３４

３４

３５

３５

３５

３５

３６

３６

３６

３７

５５

５５

５５

５５

５６

５６

５６

５６

５６

５７

５７

５７

５７

５７

５７

５８

５８

５８

５８

５８

５８

５９

５９

５９

５９

５９

５９

６０

４８

４８

４９

４９

４９

４９

５０

５０

５０

５０

５１

５１

５１

５１

５２

５２

５２

５２

５３

５３

５３

５３

５３

５４

５４

５４

５４

５４

５５

５５

５５

５５

５５

５６

５６

５６

５６

５６

５７

５７

５７

５７

５７

５８

５８

５８

５８

５８

５９

５９

５９

５９

５９

３９

４０

４０

４１

４１

４２

４２

４３

４３

４４

４４

４５

４６

４７

４１

４１

４１

４２

４２

４２

４２

４２

４２

４３

４４

４４

４４

４４

４５

４５

４５

３７

３７

３８

３８

４３

４３

４３

４３

４３

４４

４４

４４

３６

３６

３６

３６

３９

３９

４０

４０

４１

４１

４２

４２

４３

４３

４４

４４

４５

３７

３７

３７

３７

３７

３８

３８

３８

３８

３８

３９

３９

３９

２１

２２

２２

２３

２３

２４

２４

２５

２６

２７

２２

２３

２４

２５

２５

２６

２６

２７

２７

２８

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

２９

３０

３０

３８

３９

４０

４１

４１

４５

４６

４６

４７

４７

４８

４８

４９

４４

４５

２６

２６

２６

２６

２７

２７

２７

２７

２８

２８

２５

２５

２５

２６

２６

２６

２６

２６

２６

４４

４４

２８

２８

２９

２９

２９

３０

３０

３１

２７

２７

２７

２７

２７

２７

２８

２８

２８

１３

１４

１４

１４

１４

１４

１５



●

に
」
●

改
め
る
。

「
政
策
企
画
監
　
　

別
表
第
十
二
知
事
の
事
務
部
局
の
部
本
庁
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
を
「
政
策
企
画
監
」
に
、
「

安
全
対
策
監
」

「
安
全
対
策
監
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
介
護
保
険
指
導
監

●
企
画
監
」
を
●
●
●
●
●
●
●
に
、
「
介
護
保
険
指
導
監
」
を
●
●
●
●
●
●
●
●
●
に
、
「
廃
棄

企
　
画
　
監
」

高
度
医
療
企
画
監
」

「
廃
棄
物
対
策
企
画
監
　
　
　
「
運
航
管
理
監

物
対
策
企
画
監
」
を
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
に
、
●
●
●
●
●
●
●
●
●
を
「
運
航
管
理
監
」
に

産
業
戦
略
企
画
監
」

児
童
対
策
企
画
監
」

「
緑
化
推
進
監
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

、
●
●
●
●
●
●
●
を
「
緑
化
振
興
監
」
に
改
め
、
同
部
中
北
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
の
項
中
●
●
次

産
業
振
興
監
」「

次
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
　
五
種

●
長
●
六
種
●
●
を
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
に
改
め
、
同
部
峡
東

」

次
長
（
貢
川
合
同
庁
舎
に
勤
務
す
る
者
）

六
種

」

「

次
●
●
●
長
●
七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
六

地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
の
項
中

工
事
検
査
幹

「

●
種
）
●
●
●
●
●
次
●
●
●
長
●
五
種

を
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
に
改

工
事
検
査
幹
　
七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
六
種
）

」
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
」
●
●

「

次
　
　
　
長
　
七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者

め
、
同
部
峡
南
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
の
項
中

工
事
検
査
幹

に
あ
つ
て
は
六
種
）

次
　
　
　
長
　
五
種

を
　
　
工
事
検
査
幹
●
七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
六
　

」

「

次
●
●
●
長
●
七
種
（
人
事
委

に
改
め
、
富
士
･
東
部
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
の
項
中

種
）

工
事
検
査
幹

」

「

員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
六
種
）

次
　
　
　
長
　
五
種
　

を
　

工
事
検
査
幹
●
七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る

」

に
改
め
、
同
部
県
民
生
活
セ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

者
に
あ
つ
て
は
六
種
）

」

リ
ニ
ア
用
地
事
務
所
　
所
長
　
四
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
三
種
）

次
長
　
七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
六
種
）

「

「

別
表
第
十
二
知
事
の
事
務
部
局
の
部
都
留
児
童
相
談
所
の
項
中
●
●
次
長
●
七
種
●
●
を
●
●
次

」

長
●
七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
六
種
）
●
●
に
改
め
、
同
部
森
林
総
合
研
究
所

」

「

「
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
所
●
長
●

の
項
中
　
　
所
長
　
四
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
三
種
）

を
」
●
●
●
副
所
長
●

四
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
三
種
）

に
改
め
る
。

五
種

」
「
企

画

調

整

主

幹
●
●
「
学
力
向

別
表
第
十
二
教
育
委
員
会
事
務
局
の
部
本
庁
の
項
中
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
を
●
●
●
●

全
国
高
校
総
体
推
進
室
長
」
●
●
企
画
調
　

上
対
策
監
　
　
　
「
高
校
教
育
指
導
監

に
、
●
●
●
●
●
●
●
●
●
を
「
高
校
教
育
指
導
監
」
に
改
め
、
同
部
中
北
教
育
事
務

整
主
幹
」

技
術
指
導
監
」

「

「
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
次
●
●

所
の
項
中
　
　
次
長
　
七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
六
種
）

を
　
　
　
　
　
　

」
●
●
●
地
域
学

長
　
七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
六
種
）

に
改
め
、
同
部
峡
東

力
向
上
推
進
幹
　
七
種

」

「
次
　
　
　
　
　
　
　
長

教
育
事
務
所
の
項
中
「
次
長
」
を
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
に
改
め
、
同
部
峡
南
教
育
事
務
所
の

地
域
学
力
向
上
推
進
幹
」

「
次
　
　
　
　
　
　
　
長

項
中
「
次
長
」
を
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
に
改
め
、
同
部
富
士
・
東
部
教
育
事
務
所
の
項
中
「
次

地
域
学
力
向
上
推
進
幹
」

「
次
●
●
●
●
●
●
長
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
「
●
●
●
●
●
●
●
●
●
「
●

長
」
を
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
に
改
め
、
同
部
図
書
館
の
項
中
●
●
次
長
●
七
種
●
●
を
●
●

地
域
学
力
向
上
推
進
幹
」

」

次
長
　
六
種
　
　
に
改
め
る
。

」

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

三
三

３１

３１

３１

３１

３１

３１

３１

３１

３２

３２

３２

３２

３２

３２

３２

３２

３２

３２



別
表
第
十
三
の
一
の
表
中
「117,500

円
」
を
「116,500

円
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
第
四
項
を
削
る
。

第
二
十
七
条
の
六
第
一
項
中
「
百
分
の
八
」
を
「
百
分
の
四
」
に
、「
百
分
の
六
」
を
「
百
分
の

三
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
条
例
第
二
十
条
の
二
第
二
項
」
を
「
条
例

第
二
十
条
の
二
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次

の
一
項
を
加
え
る
。

条
例
第
二
十
条
の
二
第
三
項
第
一
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
勤
務
は
、
勤
務
に
従
事
し
た

時
間
が
六
時
間
を
超
え
る
場
合
の
勤
務
と
す
る
。

第
三
十
六
条
の
二
第
三
項
を
第
五
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

条
例
第
二
十
条
の
二
第
三
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
学
長
　
六
千
円

二

別
表
第
七
の
二
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
職
員

次
に
掲
げ
る
当
該
職
員
の
占
め
る
職
に
係
る

同
表
に
掲
げ
る
支
給
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ
　
五
種
　
四
千
円

ロ
　
六
種
　
三
千
五
百
円

ハ
　
七
種
　
三
千
円

ニ
　
八
種
　
二
千
五
百
円

４

条
例
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
二
項
の
勤
務
を
し
た
当

該
職
員
に
は
、
そ
の
引
き
続
く
勤
務
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支

給
し
な
い
。

「

別
表
第
四
の
二
イ
の
表
２
級
の
欄
中

」

「
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
「
●

を
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
に
改
め
、
同
表
特
２
級
の
欄
中
●
●

」

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
を
」

「

に
改
め
、
同
表
３
級
の
欄
中
●
●
●
●
●
●

」

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
を
」

「
●
●

に
、
●
●
●

」

「
を
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

」
「

に
改
め
、
同
表
４
級
の
欄
中

」

」

「
を
　
　
　
　
　
　

」
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
」

に
改
め
る
。

「

別
表
第
四
の
二
ロ
の
表
２
級
の
欄
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「

「

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

」

「
を
●
●
●
●
●
●
●

」

「

に
改
め
、
同
表
特
２
級
の
欄
中
●
●
●
●
●
●
●

」

「
を
」

に
改
め
、
同
表
３
級

」

「
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
「

の
欄
中
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
を
●

」
「

に
、

」
「
を
●
●
●
●
●
●

」

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

三
四

「117,500

円
」

「116,500

円
」
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７１

７１
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７４

７５

７２

７２

７２

７３

６９

７０

７０

７０

７１

７１

７１

２６

２７

２８

２９

３０

３１

３２

３３

３３

３４

３４

３５

２５

２６

２６

２７

２７

２８

２８

２９

２９

３０

３０

３１

５０

５１

５２

５３

５３

５４

５４

５５

５５

５６

６６

６６

６６

６６

６７

９１

９１

９２

４９

５０

５０

５１

５１

５２

５２

５３

５４

５５

６７

６７

６７

６８

６８

６８

６８

６９

６９

６９

６９

７０

７０

７０

７０

７１

７１

７１

７１

７２６９

６９

６９

７０

７０

７０

７１

７１

７１

９０

９０

９１

９２

９３

９３

９４

９４

９５

９５

９６

９６

９７

９７

９８

９８

９９

９１

９１

９１

９２

９２

９２

９２

９３

９３

９３

９３

９４

９４

９４

７５

７５

７５

７５

７６

７６

７６

７６

７７

７７

７７

７７

７８

７８

７９

７４

７４

７４

７４

７４

７４

７４

７４

７４

７４

７４

７４

７４

７４

７４

８０

８０

８１

８２

８２

８３

８３

８４

８４

８５

８５

８６

８６

８７

８７

８８

８９

６５

６６

６６

６６

６６

６６

６７

６７

６７

６７

６７

６８

６８

６８

６８

６８

５８

５８

９２

９２

９２

９２

９２

９３

９３

９４

９４

９５



に
改
め
、
同
表
４
級
の

」

「
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
「
●

欄
中
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
を
●
●

」
●
●
●

に
改
め
、
同
表
に

」

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

「

別
表
第
四
の
二
ハ
の
表
２
級
の
欄
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
　

「
を
」

「

に
、

」

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
を
」

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
３

」

「

級
の
欄
中
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
を
」
●

「

に
改
め
、
同

」

「

表
４
級
の
欄
中

「
を
」

「

に
改
め
、
同
表
５
級
の
欄
中
　

」

「
を
」

に
改
め
る
。

」

（
山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
の
四
第
四
項
を
削
る
。

第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
条
例
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
」
を
「
条

例
第
二
十
六
条
の
二
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し

て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

条
例
第
二
十
六
条
の
二
第
三
項
第
一
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
勤
務
は
、
勤
務
に
従
事
し

た
時
間
が
六
時
間
を
超
え
る
場
合
の
勤
務
と
す
る
。

第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
を
第
五
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

条
例
第
二
十
六
条
の
二
第
三
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
別
表
第
七
に
掲

げ
る
当
該
職
員
の
占
め
る
職
に
係
る
同
表
に
掲
げ
る
支
給
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

額
と
す
る
。

イ
　
二
種
　
五
千
五
百
円

ロ
　
三
種
　
五
千
円

ハ
　
四
種
　
四
千
五
百
円

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

三
五

３０

３０

３１

３１

３２

３２

３３

３３

３４

３４

３５

３５

３６

３６

３７

３７

３８

３８

３９

３９

４０

４０

４１

４１

４２

４２

４３

４３

４４

４４

４５

４５

４５

４６

４６

４６

４７

４７

４７

４８

３２

３２

３２

３３

３３

３４

３４

３５

３５

３６

３６

３７

３７

３８

３８

３９

３９

４０

４０

４１

４１

４２

４２

４３

４３

４４

４４

４５

４５

４６

４６

４７

４７

５１

５１

５２

５２

５３

５３

５３

５３

５３

５４

５４

５４

５４

５４

５５

５５

５５

５５

５５

５６

５６

５６

５６

５６

５７

５７

５７

５７

５７

５７

５８

５８

５８

５８

５８

５８

５９

５９

５９

５９

５９

５９

６０

６０

６０

６０

６０

６０

６１

６１

６２

６２

６３

５０

５０

５１

５１

５１

５２

５２

５２

５３

５３

５３

５３

５３

５４

５４

５４

５４

５４

５５

５５

５５

５５

５５

５６

５６

５６

５６

５６

５７

５７

５７

５７

５７

５７

５８

５８

５８

５８

５８

５８

５９

５９

５９

５９

５９

５９

６０

６０

６０

６０

６０

６０

６１

８１

８１

８１

８２

８２

８２

８３

８３

８３

８４

８４

８４

８５

８５

８５

８０

８０

８０

８０

８０

８０

８０

８０

８０

８０

８０

８０

８０

８０

８０

５０

５０

５０

５１

５１

５１

５２

５２

５２

５２

５２

５３

５３

５３

５３

５３

５４

５４

５４

５４

５４

５５

５５

５５

５５

５６

５１

５１

５１

５１

５２

５２

５２

５２

５２

５３

５３

５３

５３

５３

５４

５４

５４

５５

５５

２３

２３

２３

２４

２４

２４

２５

２５

２５

２６

２６

２２

２３

２３

２３

２４

２４

２４

２５

２５

２５

２６

２６

４９

５０

５０

５０

５０

５１

２９

３０

３０

３０

３１

３１

３１

７４

７５

７５

７５

７５

７５

７６

７６

９４

９５

９５

９５

９６

９６

９６

９７

１５０

１５１

１５２

１５３

１５４

１５５

１５６

１５７

８１

８１

８１

８１

８２

８２

８２

８２

８３

８３

８３

８３

８４

８４

２１

２１

２１

２２

２２

２２

２３

２３

２４

２４

２５

２５

２６

２６

２７

２７

２７

２８

２８

２９

２６

２７

２７

２７

２０

２０

２１

２１

２１

２１

２１

２２

２２

２２

２２

２２

２３

２３

２３

５５

５０

５０

４９

５０



ニ
　
五
種
　
四
千
円

ホ
　
六
種
　
三
千
五
百
円

４

条
例
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
二
項
の
勤
務
を
し
た

当
該
職
員
に
は
、
そ
の
引
き
続
く
勤
務
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を

支
給
し
な
い
。

「

別
表
第
六
の
二
の
表
６
級
の
欄
中

「
を
　
　
　
　
　

」

「

に
改
め
、
同
表
７
級
の
欄
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
を
●
●
●
●

」

「

に
改
め
、
同
表
８
級
の
欄
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
を
」

「

に
改
め
、
同
表
９
級
の
欄
中

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

に
改
め
る
。

」
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
管
理
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
者
の
定
時
制
通
信
教
育
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
及
び
山
梨
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
八
十
六
号
）
附
則
第
五
条
の

規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
教
育
職
員
に
関
す
る
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
）
第
二
十
七
条
の
六
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
条
中
「
給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
、「
給
料
月
額
と
山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
及
び
山
梨

県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平

成
二
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
八
十
六
号
）
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
の
合
計
額
」
と

す
る
。

３

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
第
二
十
七
条
の
六
第

一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
四
」
と
あ
る
の
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一

日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
「
百
分
の
六
」
と
、
同
年
四
月
一
日

か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
「
百
分
の
五
」
と
し
、
同
項
中
「
百
分

の
三
」
と
あ
る
の
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

お
い
て
は
「
百
分
の
五
」
と
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お

い
て
は
「
百
分
の
四
」
と
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
石
　
　
川
　
　
善
　
　
一

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
職
員
給
与
条
例
第
十
四
条
の
二
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条
の
二
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例

第
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
の
支
給
割
合
）

２

山
梨
県
職
員
給
与
条
例
及
び
山
梨
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
八
十
五
号
。
次
項
に
お
い
て

「
平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。）
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
山
梨
県

職
員
給
与
条
例
第
十
四
条
の
二
第
二
項
各
号
、
山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
及
び
山
梨
県
一
般
職

の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十

六
年
山
梨
県
条
例
第
八
十
六
号
）
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
山
梨
県
学
校
職

員
給
与
条
例
第
十
三
条
の
二
第
二
項
各
号
及
び
山
梨
県
警
察
職
員
給
与
条
例
及
び
山
梨
県
一
般
職

の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

三
六

６９

６９

７０

７０

７１

７１

７２

７２

７３

７４

７５

６８

６９

７０

７１

７２

７３

７４

７５

７６

７７

７８

７９

７６

７７

７８

７９

８０

５３

５３

５３

５３

５４

５４

５４

５４５２

８０

８１

８２

８３

５５

５５

５５

５５

５６

５６

５６

５７

５２

５２

５２

５２

５２

５３

５３

５３

５３

５３

５３

５３

５３

５３

５３

５３

５３

５４

５４

４８

４９

４９

４９

５０

５０

５０

５１

５１

５１

５２

５２

５２

５３

５３

５３

４２

４３

４４

４５

４６

４７

４８

４８

５４

５５

５５

５５

４１

４２

４２

４３

４３

４４

４４

４４

４４

４４

４４

４４

４４

４４

４４

４５

４５

４５

４５

４５

４５

４５

４５

４５

４５

４５

４６

４６

４６

４７

４７

３１

３１

３１

３１

３２

３２

３２

３２

３３

３３

３３

３０

３０

３１

３１

３１

３１

３１

３１

３２

３２

３２

３２

３２

３２

３４

３４

３５

４７



六
年
山
梨
県
条
例
第
八
十
七
号
）
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
山
梨
県
警
察
職

員
給
与
条
例
第
十
五
条
の
二
第
二
項
各
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
は
、
附
則
別
表
の

と
お
り
と
す
る
。

（
職
員
給
与
条
例
第
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
の
支
給
割
合
）

３

平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
職
員
給
与
条
例
第
十

四
条
の
三
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
十
五
と
す
る
。

附
則
別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
則
別
表
（
附
則
第
二
項
関
係
）

支
　
給
　
割
　
合
　
　
　
　
　
　
　
　
支
　
　
　
給
　
　
　
地
　
　
　
域

百
分
の
十
八
　
　
　
　
東
京
都
特
別
区

百
分
の
十
五
　
　
　
　
大
阪
府
大
阪
市

百
分
の
十
三
　
　
　
　
東
京
都
八
王
子
市
　
神
奈
川
県
横
浜
市

百
分
の
一
　
　
　
　
　
長
野
県
伊
那
市

備
考

こ
の
表
の
支
給
地
域
欄
に
掲
げ
る
名
称
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
に
お
い
て
そ
れ
ら
の

名
称
を
有
す
る
市
又
は
特
別
区
の
同
日
に
お
け
る
区
域
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
地
域
を
示
し
、
そ

の
後
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
名
称
の
変
更
又
は
そ
れ
ら
の
名
称
を
有
す
る
も
の
の
区
域
の
変
更
に

よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

別
表
山
梨
県
の
項
中
「
六
級
地
」
を
「
七
級
地
」
に
改
め
、
同
表
神
奈
川
県
の
項
中
「
三
級
地
」
を

「
二
級
地
」
に
改
め
、
同
表
長
野
県
の
項
中
「
松
本
市
」
を
「
伊
那
市
」
に
、「
六
級
地
」
を
「
七
級
地
」

に
改
め
、
同
表
静
岡
県
の
項
中
「
五
級
地
」
を
「
六
級
地
」
に
改
め
、
同
表
備
考
中
「
平
成
十
八
年
四

月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号

寒
冷
地
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
石
　
　
川
　
　
善
　
　
一

寒
冷
地
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

寒
冷
地
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係)

地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
域
　
　
　
　
　
　
　
　
　

富
士
吉
田
市

南
都
留
郡
の
う
ち
道
志
村
、
忍
野
村
、
山
中
湖
村
、
鳴
沢
村
及
び
富
士
河
口
湖
町

北
都
留
郡

伊
那
市

備
考
　
こ
の
表
に
掲
げ
る
名
称
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
に
お
け
る
名
称
と
し
、
同
表
に
定

め
る
地
域
は
、
そ
れ
ら
の
名
称
を
有
す
る
も
の
の
同
日
に
お
け
る
区
域
を
用
い
て
示
さ
れ
た

地
域
と
し
、
そ
の
後
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
名
称
の
変
更
又
は
そ
れ
ら
の
名
称
を
有
す
る
も
の

の
区
域
の
変
更
に
よ
つ
て
影
響
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

別
表
第
二
（
第
一
条
関
係)

所
　
　
　
　
在
　
　
　
　
地
　
　
　
　
　
　
　
　
公
　
　
　
　
　
　
　
署

甲
府
市
川
窪
町
浦
の
山
九
七
二
　
　
　
　

荒
川
ダ
ム
管
理
事
務
所

山
梨
市
三
富
上
釜
口
篠
平
一
一
七
八
の
一
　
　
広
瀬
・
琴
川
ダ
ム
管
理
事
務
所

山
梨
市
牧
丘
町
北
原
四
一
四
〇
の
六
一
　
　
　
広
瀬
・
琴
川
ダ
ム
管
理
事
務
所
琴
川
ダ
ム
管
理
課

大
月
市
七
保
町
瀬
戸
二
三
〇
八
の
一
一
　
　
　
深
城
ダ
ム
管
理
事
務
所

北
杜
市
高
根
町
東
井
出
一
五
二
九
の
一
　
　
　
総
合
農
業
技
術
セ
ン
タ
ー
高
冷
地
野
菜
・
花
き
振

興
セ
ン
タ
ー
八
ヶ
岳
試
験
地

北
杜
市
高
根
町
清
里
三
六
五
四
の
七
　
　
　
　
大
門
・
塩
川
ダ
ム
管
理
事
務
所

北
杜
市
須
玉
町
比
志
三
七
八
三
の
一
　
　
　
　
大
門
・
塩
川
ダ
ム
管
理
事
務
所
塩
川
ダ
ム
管
理
課

山
梨
市
三
富
下
釜
口
一
六
五
の
一
　
　
　
　
　
三
富
小
学
校

山
梨
市
牧
丘
町
牧
平
一
六
　
　
　
　
　
　
　
　
牧
丘
第
三
小
学
校

南
ア
ル
プ
ス
市
芦
安
安
通
三
三
五
　
　
　
　
　
芦
安
小
学
校

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

三
七



南
ア
ル
プ
ス
市
芦
安
安
通
三
五
〇
　
　
　
　
　
芦
安
中
学
校

北
杜
市
高
根
町
村
山
北
割
一
〇
三
五
　
　
　
　
高
根
東
小
学
校

北
杜
市
高
根
町
長
沢
二
一
四
一
　
　
　
　
　
　
高
根
北
小
学
校

北
杜
市
高
根
町
清
里
三
五
四
五
　
　
　
　
　
　
高
根
清
里
小
学
校

北
杜
市
大
泉
町
谷
戸
二
八
七
〇
　
　
　
　
　
　
泉
小
学
校

北
杜
市
小
淵
沢
町
七
七
四
一
　
　
　
　
　
　
　
小
淵
沢
小
学
校

北
杜
市
高
根
町
村
山
東
割
九
八
　
　
　
　
　
　
高
根
中
学
校

北
杜
市
大
泉
町
谷
戸
二
〇
八
七
　
　
　
　
　
　
泉
中
学
校

北
杜
市
小
淵
沢
町
七
三
二
　
　
　
　
　
　
　
　
小
淵
沢
中
学
校

北
杜
市
白
州
町
白
須
一
九
二
〇
　
　
　
　
　
　
白
州
中
学
校

北
杜
市
長
坂
町
長
坂
上
条
二
〇
〇
三
　
　
　
　
甲
陵
中
学
校

笛
吹
市
芦
川
町
中
芦
川
八
三
五
　
　
　
　
　
　
芦
川
小
学
校

甲
州
市
大
和
町
初
鹿
野
一
六
七
九
の
五
　
　
　
大
和
小
学
校

甲
州
市
大
和
町
初
鹿
野
一
六
四
三
　
　
　
　
　
大
和
中
学
校

甲
府
市
梯
町
二
七
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
九
一
色
警
察
官
駐
在
所

山
梨
市
牧
丘
町
牧
平
四
六
〇
の
一
　
　
　
　
　
牧
平
警
察
官
駐
在
所

山
梨
市
三
富
下
釜
口
二
五
八
の
四
　
　
　
　
　
三
富
警
察
官
駐
在
所

大
月
市
笹
子
町
黒
野
田
一
三
二
四
　
　
　
　
　
笹
子
警
察
官
駐
在
所

南
ア
ル
プ
ス
市
芦
安
芦
倉
七
六
九
　
　
　
　
　
芦
安
警
察
官
駐
在
所

北
杜
市
長
坂
町
長
坂
上
条
二
五
七
五
の
七
九
　
北
杜
警
察
署

北
杜
市
須
玉
町
比
志
三
九
三
六
の
一
三
　
　
　
増
富
警
察
官
駐
在
所

北
杜
市
高
根
町
清
里
三
五
四
五
の
一
　
　
　
　
清
里
警
察
官
駐
在
所

北
杜
市
高
根
町
箕
輪
新
町
四
八
三
の
一
三
　
　
高
根
警
察
官
駐
在
所

北
杜
市
大
泉
町
谷
戸
二
九
六
六
の
一
　
　
　
　
大
泉
警
察
官
駐
在
所

北
杜
市
白
州
町
下
教
来
石
四
八
の
二
　
　
　
　
鳳
来
警
察
官
駐
在
所

北
杜
市
小
淵
沢
町
八
一
六
二
の
一
　
　
　
　
　
小
淵
沢
警
察
官
駐
在
所

笛
吹
市
芦
川
町
中
芦
川
六
五
九
の
三
　
　
　
　
芦
川
警
察
官
駐
在
所

甲
州
市
大
和
町
初
鹿
野
一
六
六
八
の
一
　
　
　
大
和
警
察
官
駐
在
所

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
項
か
ら
附
則
第
九
項
ま
で
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

職
員
給
与
条
例

山
梨
県
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
九
号
）
を
い

う
。

二

学
校
職
員
給
与
条
例

山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
号
）

を
い
う
。

三

警
察
職
員
給
与
条
例

山
梨
県
警
察
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三

号
）
を
い
う
。

四

旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
寒
冷
地
手
当
支
給
規
則
別
表
第
一
に

掲
げ
る
地
域
又
は
別
表
第
二
に
掲
げ
る
公
署
に
在
勤
す
る
職
員
（
常
時
勤
務
に
服
す
る
職
員
に
限

り
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
次
号
に
お
い
て
「
再
任
用
職
員
」

と
い
う
。）
を
除
く
。）
を
い
う
。

五

新
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
寒
冷
地
手
当
支
給
規
則
（
次
項
及
び

第
四
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
地
域
又
は
別
表
第
二
に
掲
げ
る

公
署
に
在
勤
す
る
職
員
（
常
時
勤
務
に
服
す
る
職
員
に
限
り
、
再
任
用
職
員
を
除
く
。）
を
い
う
。

六

特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員

旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
で
あ
っ
て
、
新
寒
冷
地
等
在
勤
等

職
員
で
な
い
も
の
を
い
う
。

七

み
な
し
寒
冷
地
手
当
額

次
項
又
は
附
則
第
四
項
に
規
定
す
る
者
に
つ
き
、
基
準
日
（
職
員
給

与
条
例
第
十
九
条
第
一
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
一
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第

二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
日
（
そ
の
属
す
る
月
が
平
成
三
十
年
三
月
ま
で
の
も
の
に
限

る
。）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
お
け
る
そ
の
基
準
区
分
（
当
該
者
の
こ
の
規
則
の
施
行
の
日

（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
の
前
日
以
降
に
お
け
る
区
分
（
職
員
給
与
条
例
第
十
九
条
第
二
項
、

学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
二
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る

区
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）
の
う
ち
、
職
員
給
与
条
例
第
十
九
条
第
二
項
、

学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
二
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
二
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ

る
寒
冷
地
手
当
の
額
が
最
も
少
な
い
区
分
を
い
う
。）
を
そ
の
区
分
と
み
な
し
て
、
職
員
給
与
条

例
第
十
九
条
第
二
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
二
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
二
十

条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
算
出
さ
れ
る
寒
冷
地
手
当
の
額
を
い
う
。

３

基
準
日
（
そ
の
属
す
る
月
が
平
成
二
十
八
年
三
月
ま
で
の
も
の
に
限
る
。）
に
お
い
て
特
定
旧
寒

冷
地
等
在
勤
等
職
員
で
あ
る
者
の
う
ち
、
施
行
日
の
前
日
か
ら
当
該
基
準
日
の
前
日
ま
で
の
間
、
引

き
続
き
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
で
あ
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
職
員
給
与
条
例
第
十
九
条
第
一

項
及
び
第
二
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
警
察
職
員
給
与
条
例
第
二

十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
新
規
則
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
み
な

し
寒
冷
地
手
当
額
の
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

三
八



４

基
準
日
（
そ
の
属
す
る
月
が
平
成
二
十
八
年
十
一
月
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
ま
で
の
も
の
に
限

る
。）
に
お
い
て
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
で
あ
る
者
の
う
ち
、
施
行
日
の
前
日
か
ら
当
該
基

準
日
の
前
日
ま
で
の
間
、
引
き
続
き
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
で
あ
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
み

な
し
寒
冷
地
手
当
額
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
日
の
属
す
る
月
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
職
員
給
与
条
例
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、

学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
警
察
職
員
給
与
条
例
第
二
十
条
第
一
項
及
び

第
二
項
並
び
に
新
規
則
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
み
な
し
寒
冷
地
手
当
額

か
ら
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
日
の
属
す
る
月
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
減
じ

た
額
の
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
ま
で
　
　
六
千
円

平
成
二
十
九
年
十
一
月
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
ま
で
　
　
　
一
万
二
千
円

５

職
員
給
与
条
例
第
十
九
条
第
三
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
三
項
及
び
警
察
職
員
給
与

条
例
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
寒
冷
地
手
当
を
支
給
さ
れ
る
者
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
寒
冷
地
手
当
支

給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
附
則
第
三
項
又

は
第
四
項
」
と
、「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
規
則
附
則
第
三
項
又
は
第
四
項
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

６

寒
冷
地
手
当
支
給
規
則
第
三
条
の
規
定
は
、
附
則
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
寒
冷
地
手

当
を
支
給
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
規
則
第
三
条
中
「
職
員
給
与

条
例
第
十
九
条
第
三
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
三
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
二
十

条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
寒
冷
地
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
人

事
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
職
員
給
与
条
例
第

十
九
条
第
三
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
三
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
二
十
条
第
三

項
」
と
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
職
員
給
与
条
例
第
十
九
条
第
二
項
等
」
と
あ
る
の
は
「
寒

冷
地
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
附

則
第
三
項
又
は
第
四
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

７

基
準
日
に
お
い
て
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
で
あ
る
者
の
う
ち
、
施
行
日
（
こ
の
規
則
の
施

行
の
日
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
の
前
日
に
お
い
て
旧
寒
冷
地

等
在
勤
等
職
員
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
施
行
日
か
ら
当
該
基
準
日
の
前
日
ま
で
の
間
、
引
き
続
き

旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
又
は
新
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
で
あ
っ
た
も
の
（
附
則
第
三
項
か
ら
第
六

項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
寒
冷
地
手
当
を
支
給
さ
れ
る
者
を
除
く
。）
に
対
し
て
は
、
そ
の
旧
寒
冷
地

等
在
勤
等
職
員
又
は
新
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
で
あ
っ
た
期
間
を
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
と

し
て
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
み
な
し
て
、
附
則
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し

た
な
ら
ば
算
出
さ
れ
る
額
の
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る
。

８

人
事
交
流
等
に
よ
り
施
行
日
以
降
に
引
き
続
き
職
員
給
与
条
例
、
学
校
職
員
給
与
条
例
又
は
警
察

職
員
給
与
条
例
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
給
料
表
適
用
職
員
」

と
い
う
。）
と
な
り
、
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
基
準
日
に
お
い

て
当
該
職
員
で
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
施
行
日
の
前
日
か
ら
当
該
基
準
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け

る
そ
の
給
料
表
適
用
職
員
で
な
か
っ
た
期
間
を
給
料
表
適
用
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
み

な
し
て
、
附
則
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
寒
冷
地
手
当
を
支
給

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
し
て
算
出
さ
れ
る
額
の
寒
冷
地
手
当
を
支
給

す
る
。

９

附
則
第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る
場
合
に
お
け
る
職
員
給
与

条
例
第
十
九
条
第
四
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
四
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
二
十

条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
第
一
項
か
ら
前
項
ま
で
」
と
あ
る
の

は
、「
寒
冷
地
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
人
事
委
員
会
規
則
第
十

二
号
）
附
則
第
三
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
と
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号

教
職
調
整
額
の
支
給
方
法
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
石
　
　
川
　
　
善
　
　
一

教
職
調
整
額
の
支
給
方
法
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
職
調
整
額
の
支
給
方
法
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
及
び
山
梨
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
八
十
六
号
）
附
則
第
五
条
の

規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
教
育
職
員
に
関
す
る
特
別
措
置
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
、「
給
料
月
額
と
山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条

例
及
び
山
梨
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
八
十
六
号
）
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
の

合
計
額
」
と
す
る
。

附
　
則

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

三
九



こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

正
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ
　
段
　
　
　
行
　
　
　
　
　
　
　
　
誤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正

○

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
付
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
（
山
梨
県
へ
き
地
学
校
等
及
び

特
別
の
地
域
に
所
在
す
る
学
校
の
指
定
の
基
準
を
定
め
る
規
則
）

三
　
　
　
下
　
終
わ
り
か
ら
十
七
　
店
鋪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
店
舗

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

四
〇

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番
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